
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則

麻
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
四
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、

第
四
十
四
条
第
六
号
、
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

目
次第

一
章
　
麻
薬
に
関
す
る
取
締
り
（
第
一
条―

第
十
三
条
）

第
二
章
　
向
精
神
薬
に
関
す
る
取
締
り
（
第
十
四
条―

第
四
十
五
条
）

第
二
章
の
二
　
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
に
関
す
る
届
出
等
（
第
四
十
五
条
の
二―

第
四
十
五
条
の
八
）

第
三
章
　
監
督
（
第
四
十
六
条―

第
四
十
七
条
の
二
）

第
四
章
　
麻
薬
中
毒
者
に
対
す
る
措
置
等
（
第
四
十
八
条―

第
五
十
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
五
十
一
条―
第
五
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
麻
薬
に
関
す
る
取
締
り

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
の
免
許
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者

の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻

薬
管
理
者
又
は
麻
薬
研
究
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
知
事
に
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
と
す
る
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当

該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の

診
断
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
の
二
　
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
麻
薬
取

扱
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
治
療
等
の
考
慮
）

第
一
条
の
三
　
厚
生
労
働
大
臣
、
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
麻
薬
取
扱
者
の
免
許
の
申
請
を
行
つ
た

者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
当
該
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
四
　
麻
薬
取
扱
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
に
変
更
が
あ
つ
た

と
き
は
、
別
記
第
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
、
新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又

は
当
該
新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
が
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師

の
診
断
書
を
添
え
て
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地

方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚

生
局
長
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、

こ
れ
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
免
許
証
の
様
式

は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
。

一
　
免
許
証
の
番
号

二
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
麻
薬
施
用
者
又
は
麻
薬
研
究
者
に
あ
つ
て
は
、
従
と
し
て
診
療
又
は
研
究
に
従
事
す
る
麻
薬
診
療
施
設
又
は

麻
薬
研
究
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

（
業
務
廃
止
等
の
届
出
）

第
三
条
　
麻
薬
取
扱
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
を
、
麻
薬
輸
入

業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱

者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
業
務
廃
止
の
事
由
及
び
年
月
日

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
免
許
証
の
返
納
）

第
四
条
　
麻
薬
取
扱
者
は
、
法
第
八
条
又
は
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
を
返
納
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
免
許
証
を
添
え
て
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻

薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣

に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ

つ
て
は
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
免
許
証
返
納
の
事
由
及
び
年
月
日

（
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
）

第
五
条
　
麻
薬
取
扱
者
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
に
免
許
証
を
添
え
て
、
麻
薬
輸
入
業

者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働

大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者

に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
変
更
す
べ
き
事
項

四
　
変
更
の
事
由
及
び
年
月
日

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
六
条
　
麻
薬
取
扱
者
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
を
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製

造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者

又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
業
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
再
交
付
の
事
由
及
び
年
月
日

（
携
帯
輸
入
又
は
携
帯
輸
出
の
許
可
申
請
）

第
六
条
の
二
　
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
法
第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
の
携
帯
輸
入
又
は

携
帯
輸
出
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
六
号
の
二
様

式
）
に
麻
薬
の
施
用
を
必
要
と
す
る
旨
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
え
て
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
こ
れ
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所

1



二
　
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
輸
出
し
よ
う
と
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

三
　
入
国
し
、
又
は
出
国
す
る
理
由

四
　
麻
薬
の
施
用
を
必
要
と
す
る
理
由

五
　
入
国
又
は
出
国
の
期
間

六
　
入
国
又
は
出
国
の
港
名

（
輸
入
及
び
輸
出
の
許
可
申
請
）

第
七
条
　
麻
薬
輸
入
業
者
又
は
麻
薬
輸
出
業
者
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

麻
薬
の
輸
入
又
は
輸
出
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
又
は
法
第
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
申
請
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
麻
薬
輸
入
業
者
又
は
麻
薬
輸
出
業
者
が
法
第
十
四
条
第
三
項
又
は
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
製
造
、
製
剤
及
び
小
分
け
の
許
可
申
請
）

第
八
条
　
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
麻
薬
の
製
造
又
は
製
剤
若
し
く
は
小
分
け
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
（
別
記
第
八
号
様
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
製
造
し
、
製
剤
し
、
又
は
小
分
け
し
よ
う
と
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

五
　
製
造
又
は
製
剤
の
た
め
に
使
用
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

六
　
製
造
、
製
剤
又
は
小
分
け
の
期
間

２
　
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬
製
剤
業
者
又
は
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭

麻
薬
の
製
造
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
九
号
様

式
）
を
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家

庭
麻
薬
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
製
造
し
よ
う
と
す
る
家
庭
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

六
　
製
造
の
た
め
に
使
用
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

七
　
製
造
の
期
間

（
譲
渡
し
の
許
可
申
請
）

第
九
条
　
法
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、

麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
そ
の
他
の
麻

薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の

所
在
場
所
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量
、
容
器
の
容
量
及
び
数

六
　
譲
渡
先

七
　
譲
渡
し
の
理
由

（
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
）

第
九
条
の
二
　
二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
共
同
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
麻
薬

の
譲
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
麻
薬
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

イ
　
共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

ロ
　
麻
薬
卸
売
業
者
か
ら
譲
り
受
け
た
麻
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
譲
受
け
の
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た
も
の
を

保
管
し
て
い
る
と
き
、
又
は
麻
薬
卸
売
業
者
か
ら
譲
り
受
け
た
麻
薬
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
法
第
二
十
四

条
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
譲
り
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
残
部
で
あ
つ
て
、

そ
の
譲
渡
し
の
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た
も
の
を
保
管
し
て
い
る
と
き

二
　
い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
当
該
免
許
に
係
る
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
が
同
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に

あ
る
こ
と

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

（
別
記
第
十
号
の
二
様
式
）
を
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
期
間
を
限
定
し
て
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間

四
　
い
ず
れ
の
申
請
者
も
、
前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
麻
薬
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
麻
薬
に
限
る
。
）
を
譲
り
渡
す
旨

五
　
当
該
申
請
を
行
う
麻
薬
小
売
業
者
を
代
表
す
る
者
（
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）

を
置
く
場
合
は
、
そ
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
麻
薬
小
売

業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
交
付
す
る
。

４
　
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
の
有
効
期
間
は
、
許
可
の
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
十
二
月
三
十

一
日
又
は
第
二
項
第
三
号
の
期
間
の

後
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
と
す
る
。

５
　
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
は
、
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

６
　
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か

の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者

に
麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
（
別
記
第
十
号
の
三
様
式
）
に
麻
薬
小
売
業

者
間
譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共
同
し
て
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
代
表
者
が
、
当
該
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受

け
た
他
の
麻
薬
小
売
業
者
全
て
か
ら
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
代
表
者
の
み
が
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り

る
。

７
　
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
麻
薬
小

売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡

許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
と
共
同
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
代
表

者
が
、
当
該
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
他
の
麻
薬
小
売
業
者
全
て
か

ら
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
代
表
者
及
び
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻

薬
小
売
業
者
の
み
が
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

８
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
及
び

当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
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事
項
を
記
載
し
た
届
書
（
別
記
第
十
号
の
四
様
式
）
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
書
き

替
え
て
当
該
麻
薬
小
売
業
者
に
交
付
す
る
。

10
　
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
毀
損
し
、
又

は
亡
失
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を
し
て
、
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

11
　
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
は
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
都
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け

た
麻
薬
小
売
業
者
に
麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

二
　
全
て
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
。

三
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
麻
薬
小
売

業
者
間
譲
渡
許
可
書
を
発
見
し
た
と
き
。

（
麻
薬
を
記
載
し
た
処
方
せ
ん
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
三
　
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
麻
薬
診
療
施
設
の
調
剤
所
に
お
い
て
当
該
麻
薬
診
療
施
設
で
診
療
に
従
事
す
る
麻
薬
施
用
者
が
交
付
し
た

麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
薬
剤
師
が
調
剤
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
患
者
の
住
所
（
患
畜
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務

所
所
在
地
）
）

二
　
処
方
せ
ん
の
使
用
期
間

三
　
発
行
の
年
月
日

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
廃
棄
の
届
出
）

第
十
条
　
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
の
廃
棄
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
（
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
廃

棄
し
よ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

六
　
廃
棄
の
年
月
日

七
　
廃
棄
の
場
所

八
　
廃
棄
の
方
法

九
　
廃
棄
の
理
由

（
廃
棄
の
方
法
）

第
十
条
の
二
　
麻
薬
小
売
業
者
又
は
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
は
、
麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
麻
薬
を
廃

棄
す
る
と
き
は
、
焼
却
そ
の
他
の
麻
薬
を
回
収
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
封
かヽ
んヽ
証
紙
）

第
十
一
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
を
収
め
た
容
器
又
は
容
器
の
直
接
の
被
包
に
、
政
府
発
行
の

証
紙
で
封
を
施
す
場
合
は
、
そ
の
容
器
又
は
容
器
の
直
接
の
被
包
に
応
じ
、
左
の
種
別
に
よ
る
証
紙
で
、
ア
ン
プ

ル
に
あ
つ
て
は
そ
の
直
接
の
被
包
に
、
そ
の
他
の
容
器
に
あ
つ
て
は
そ
の
容
器
に
、
封
を
開
か
な
け
れ
ば
麻
薬
を

取
り
出
せ
な
い
よ
う
に
封
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
容
量
が
千
グ
ラ
ム
以
上
入
り
で
あ
る
容
器
を
封
かヽ
んヽ
す
る
証
紙
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式

二
　
容
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
上
千
グ
ラ
ム
未
満
入
り
で
あ
る
容
器
を
封
かヽ
んヽ
す
る
証
紙
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第

十
三
号
様
式

三
　
容
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
未
満
入
り
又
は
ア
ン
プ
ル
の
直
接
の
被
包
を
封
かヽ
んヽ
す
る
証
紙
に
あ
つ
て
は
、
別
記

第
十
四
号
様
式

２
　
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
発
行
の
証

紙
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
を
地

方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
証
紙
の
種
類

（
譲
受
証
及
び
譲
渡
証
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
受
証
及
び
譲
渡
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第

十
七
号
様
式
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
譲
受
証
又
は
譲
渡
証
は
、
譲
受
人
又
は
譲
渡
人
が
押
印
し
た
譲
受
証
又
は
譲
渡
証
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
麻
薬
営
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法

ロ
　
譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
麻
薬
営
業
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
麻
薬
営
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
行
う
旨
の
承
諾
又
は
行
わ
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
麻
薬
営
業
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
麻
薬
営
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
　
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
麻
薬
営
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
譲
受
人
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

第
十
二
条
の
三
　
法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
電

磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
十
二
条
の
四
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
麻
薬
営
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
事
故
の
届
出
）

第
十
二
条
の
五
　
麻
薬
取
扱
者
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
を
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
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者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は

麻
薬
元
卸
売
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
事
故
が
生
じ
た
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

六
　
事
故
発
生
の
状
況

（
廃
棄
の
届
出
）

第
十
二
条
の
六
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類

四
　
麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
廃
棄
し
た
年
月
日

六
　
廃
棄
の
方
法

七
　
廃
棄
の
理
由

２
　
麻
薬
小
売
業
者
又
は
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
は
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
、
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
数
量
の
差
異
の
届
出
）

第
十
三
条
　
麻
薬
製
造
業
者
、
麻
薬
製
剤
業
者
又
は
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
は
、
期
初
に
所
有
し
た
麻
薬
の
品
名
及
び

数
量
並
び
に
容
器
の
容
量
及
び
そ
の
容
器
の
数
と
期
末
に
所
有
し
た
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
容
器
の
容
量

及
び
そ
の
容
器
の
数
と
に
、
製
造
、
製
剤
、
小
分
け
、
譲
渡
又
は
譲
受
に
よ
ら
な
い
差
異
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

理
由
を
法
第
四
十
四
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
向
精
神
薬
に
関
す
る
取
締
り

（
免
許
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造

製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業

者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
の
免

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
申
請
に
係
る
向
精
神
薬
営
業
所
に
つ
い
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
、
か
つ
、
当
該
許
可
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
又
は
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し
を
添
付
し
た
と
き

は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
向
精
神
薬
営
業
所
の
平
面
図

二
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書

三
　
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
と
す
る
。
）
に
係
る
精
神
の

機
能
の
障
害
又
は
当
該
申
請
者
が
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師

の
診
断
書

（
法
第
五
十
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
四
条
の
二
　
法
第
五
十
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り

向
精
神
薬
営
業
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
治
療
等
の
考
慮
）

第
十
四
条
の
三
　
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
向
精
神
薬
営
業
者
の
免
許
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
前
条

に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
当
該
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る

と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
役
員
の
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条
の
四
　
向
精
神
薬
営
業
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
に
変
更
が

あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
第
二
十
号
の
二
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
、
新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
に
係
る
精
神
の
機
能

の
障
害
又
は
当
該
新
た
に
役
員
と
な
つ
た
者
が
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関

す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
え
て
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は

向
精
神
薬
使
用
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
（
法
第
五

十
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
向
精
神
薬
卸
売
業
者
及
び
向
精
神

薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
た
者
又
は
向
精
神
薬
卸
売
業
者
の
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
向
精
神
薬
営
業
所
の
構
造
設
備
基
準
）

第
十
五
条
　
法
第
五
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
施
設
の
構
造
設
備
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
向
精
神
薬
を
製
造
し
、
製
剤
し
、
若
し
く
は
小
分
け
す
る
場
所
、
向
精
神
薬
を
貯
蔵
す
る
場
所
又
は
向
精

神
薬
に
化
学
的
変
化
を
加
え
る
場
所
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
板
張
り
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
構
造
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
場
所
に
か
ぎ
を
か
け
る
設
備
が
あ
る
こ
と
。

二
　
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
及
び
向
精
神
薬
小
売
業
者
が
そ
の
業
務

を
行
う
施
設
の
構
造
設
備
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
向
精
神
薬
を
貯
蔵
す
る
場
所
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
板
張
り
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
場
所
に
か
ぎ
を
か
け
る
設
備
が
あ
る
こ
と
。

（
免
許
証
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
に
記
載
す
べ
き
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
免
許
証
の
様
式
は
、
別
記
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
。

一
　
免
許
証
の
番
号

二
　
向
精
神
薬
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
業
務
廃
止
等
の
届
出
）

第
十
七
条
　
向
精
神
薬
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け

出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
二
十
二
号
様
式
）
を
、
向
精
神
薬
輸

入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局

長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
向
精
神
薬
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
業
務
廃
止
の
事
由
及
び
年
月
日

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
に

準
用
す
る
。

（
免
許
証
の
返
納
）

第
十
八
条
　
向
精
神
薬
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
又
は
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
免
許
証
を
返
納
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
二
十
三
号
様

4



式
）
に
免
許
証
を
添
え
て
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精

神
薬
使
用
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ

の
向
精
神
薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
向
精
神
薬
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
免
許
証
返
納
の
事
由
及
び
年
月
日

（
免
許
証
記
載
事
項
の
変
更
）

第
十
九
条
　
向
精
神
薬
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許

証
の
記
載
事
項
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
二
十

四
号
様
式
）
に
免
許
証
を
添
え
て
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又

は
向
精
神
薬
使
用
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
あ
つ

て
は
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
変
更
す
べ
き
事
項

四
　
変
更
の
事
由
及
び
年
月
日

（
免
許
証
の
再
交
付
申
請
）

第
二
十
条
　
向
精
神
薬
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許

証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
二
十
五
号
様

式
）
を
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
に

あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
営
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
再
交
付
の
事
由
及
び
年
月
日

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
一
条
　
法
第
五
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
の
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
国
の
設
置
す
る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
向
精
神
薬

試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
二
十
六
号
様
式
に
よ

る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
平
面
図

二
　
向
精
神
薬
に
関
す
る
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
概
要

三
　
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書

（
登
録
証
）

第
二
十
二
条
　
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
に
記
載
す
べ
き
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
登
録
証
の
様
式
は
、
別
記
第
二
十
七
号
様
式
に
よ
る
。

一
　
登
録
証
の
番
号

二
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

（
試
験
研
究
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
二
十
三
条
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
は
、
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
二
十
八
号
様
式
）

を
、
国
の
設
置
す
る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
向
精
神
薬
試
験
研
究

施
設
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
登
録
証
の
番
号
及
び
登
録
年
月
日

三
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
試
験
研
究
の
廃
止
の
事
由
及
び
年
月
日

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
に

準
用
す
る
。

（
登
録
証
の
返
納
）

第
二
十
四
条
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
は
、
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
又
は
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
を
返
納
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別

記
第
二
十
九
号
様
式
）
に
登
録
証
を
添
え
て
、
国
の
設
置
す
る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生

局
長
に
、
そ
の
他
の
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
登
録
証
の
番
号
及
び
登
録
年
月
日

三
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
登
録
証
返
納
の
事
由
及
び
年
月
日

（
登
録
証
記
載
事
項
の
変
更
）

第
二
十
五
条
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
は
、
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
証
の
記
載
事
項
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
（
別
記
第
三
十
号
様
式
）
に
登
録
証
を
添
え
て
、
国
の
設
置
す
る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
地
方

厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
登
録
証
の
番
号
及
び
登
録
年
月
日

三
　
変
更
す
べ
き
事
項

四
　
変
更
の
事
由
及
び
年
月
日

（
登
録
証
の
再
交
付
申
請
）

第
二
十
六
条
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
は
、
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記

第
三
十
一
号
様
式
）
を
、
国
の
設
置
す
る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の

向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
登
録
証
の
番
号
及
び
登
録
年
月
日

三
　
再
交
付
の
事
由
及
び
年
月
日

（
携
帯
輸
入
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
十
条
の
八
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
た
る
向
精
神
薬
の
分
量
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
分
量
以
下
で
あ
る
も
の
（
注
射
剤
を
除
く
。
）
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
者

二
　
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
た
る
向
精
神
薬
の
分
量
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
分
量
を
超
え
る
も
の
又
は
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
注
射
剤
で
あ
る
も
の
を

携
帯
し
て
輸
入
す
る
者
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
向
精
神
薬
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
疾
病
の
治
療

の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
所
持
す
る
者

（
輸
入
で
き
る
者
）

第
二
十
八
条
　
法
第
五
十
条
の
八
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
向
精
神
薬
輸
出
業
者
で
あ
つ
て
、
返
品
の
た
め
向
精
神
薬
を
輸
入
す
る
も
の

二
　
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
で
あ
つ
て
、
品
質
試
験
の
た
め

向
精
神
薬
を
輸
入
す
る
も
の
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三
　
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
若
し

く
は
製
造
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
商
品
見
本
で
あ
る
向
精
神
薬
を
輸
入
す
る
者

（
輸
入
の
許
可
申
請
）

第
二
十
九
条
　
向
精
神
薬
輸
入
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
向
精
神
薬
の
輸
入
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
申
請
書
（
別
記
第
三
十
二
号
様
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
八
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
法
第
五
十
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
向
精
神
薬
の
輸
入
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
法
第

五
十
条
の
九
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
が
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
許
可
事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
法
第
五
十
条
の
八
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲

げ
る
者
が
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
携
帯
輸
出
）

第
三
十
条
　
法
第
五
十
条
の
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
た
る
向
精
神
薬
の
分
量
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
分
量
以
下
で
あ
る
も
の
（
注
射
剤
を
除
く
。
）
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る
者

二
　
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
成
分
た
る
向
精
神
薬
の
分
量
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
分
量
を
超
え
る
も
の
又
は
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
注
射
剤
で
あ
る
も
の
を

携
帯
し
て
輸
出
す
る
者
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
向
精
神
薬
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
疾
病
の
治
療

の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
所
持
す
る
者

（
輸
出
で
き
る
者
）

第
三
十
一
条
　
法
第
五
十
条
の
十
一
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
向
精
神
薬
輸
入
業
者
で
あ
つ
て
、
返
品
の
た
め
向
精
神
薬
を
輸
出
す
る
も
の

二
　
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
で
あ
つ
て
、
品
質
試
験
の
た
め
向
精
神
薬
を
輸
出
す
る
も
の

三
　
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
卸
売
業
者
で
あ
つ
て
、
商
品
見
本
と
し
て
向
精
神
薬
を
輸
出
す

る
者

（
輸
出
の
許
可
申
請
）

第
三
十
二
条
　
向
精
神
薬
輸
出
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
向
精
神
薬
の
輸
出
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
申
請
書
（
別
記
第
三
十
二
号
様
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
十
一
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
法
第
五
十
条
の
十
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
向
精
神
薬
の
輸
出
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中

「
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
条
の
十
三
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
が
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
法
第
五
十
条
の
十
一
第
三
号
又
は
第
四
号

に
掲
げ
る
者
が
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
許
可
事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
特
定
地
域
の
輸
出
の
許
可
申
請
）

第
三
十
三
条
　
向
精
神
薬
輸
出
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
地
域
を
仕
向
地
と
す
る

特
定
第
二
種
向
精
神
薬
又
は
特
定
第
三
種
向
精
神
薬
の
輸
出
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
条

の
十
三
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
（
別
記
第
三
十
二
号

様
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
が
法
第
五
十
条
の
十
三
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
輸
出
の
届
出
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
向
精
神
薬
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
輸
出
し
よ
う
と
す
る
向
精
神
薬
の
数
量
及
び
剤
型

五
　
輸
入
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

六
　
輸
出
の
期
間

七
　
輸
送
の
方
法

八
　
輸
出
港
名

２
　
向
精
神
薬
輸
出
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
向
精
神
薬
の
輸
出
を
届
け
出
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
輸
出
届
出
書
（
別
記
第
三
十
三
号
様
式
）
を
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
等
）

第
三
十
五
条
　
法
第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
病
院
等
に
お

い
て
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
当
該
病
院
等
に
お
け
る
試
験
検
査
に
用
い
る
た
め
向
精
神
薬
を
製
剤
す
る
場
合
と

す
る
。

（
譲
渡
し
等
）

第
三
十
六
条
　
法
第
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
向
精
神
薬
使
用
業
者
、
病
院
等
の
開
設
者
又
は
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
が
、
向
精
神
薬
輸
入
業

者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
卸
売
業
者
か
ら
譲
り
受
け
た
向
精
神
薬
を
返
品
し
、
又
は
返
品

す
る
目
的
で
所
持
す
る
場
合

二
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
が
、
同
時
に
兼
ね
る
向
精
神
薬
営
業
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
又
は

譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

三
　
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
が
、
臨
床
試
験
の
た
め
病
院
等
の
開
設
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
又

は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

四
　
病
院
等
の
開
設
者
が
、
臨
床
試
験
の
た
め
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
か
ら
譲
り
受
け
た
向
精
神
薬
を

返
品
し
、
若
し
く
は
返
品
す
る
目
的
で
所
持
す
る
場
合
又
は
当
該
向
精
神
薬
を
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置

者
を
同
時
に
兼
ね
る
向
精
神
薬
卸
売
業
者
に
、
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

五
　
病
院
等
の
開
設
者
が
、
同
時
に
兼
ね
る
他
の
病
院
等
の
開
設
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す

目
的
で
所
持
す
る
場
合

六
　
病
院
等
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
た
め
の
福
祉
事
業
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
他
の

病
院
等
の
開
設
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

七
　
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
た
め
の
福
祉
事
業
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
他
の
病
院
等
の
開
設
者
が
、
当
該

職
員
が
勤
務
す
る
病
院
等
の
開
設
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

八
　
向
精
神
薬
取
扱
者
が
向
精
神
薬
取
扱
者
で
な
く
な
つ
た
場
合
（
向
精
神
薬
営
業
者
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た

場
合
に
お
い
て
、
引
き
続
き
そ
の
者
が
向
精
神
薬
営
業
者
と
な
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
向
精
神
薬

取
扱
者
で
あ
つ
た
者
が
当
該
向
精
神
薬
取
扱
者
で
な
く
な
つ
た
事
由
の
生
じ
た
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
、
現
に

所
有
す
る
向
精
神
薬
を
向
精
神
薬
取
扱
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

九
　
向
精
神
薬
取
扱
者
が
死
亡
し
、
又
は
法
人
た
る
向
精
神
薬
取
扱
者
が
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
続

人
若
し
く
は
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を
管
理
す
る
者
又
は
清
算
人
、
破
産
管
財
人
若
し
く
は
合
併
後
存

続
し
、
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
代
表
者
が
、
当
該
向
精
神
薬
取
扱
者
の
死
亡
又
は
解
散
の

日
か
ら
五
十
日
以
内
に
、
現
に
所
有
す
る
向
精
神
薬
を
向
精
神
薬
取
扱
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的

で
所
持
す
る
場
合

十
　
病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
、
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら

向
精
神
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
が
、
そ
の
向
精
神
薬
を
施
用
す
る
必
要
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が
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
向
精
神
薬
を
病
院
等
の
開
設
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
譲
り
渡

し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

十
一
　
病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
、
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
か

ら
向
精
神
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

相
続
人
又
は
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を
管
理
す
る
者
が
、
現
に
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
向
精
神
薬
を

病
院
等
の
開
設
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

十
二
　
船
舶
所
有
者
（
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
船
舶
所
有
者
に
関
す
る

同
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
船

舶
内
に
備
え
付
け
ら
れ
た
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
船
舶
内
に
お
い
て
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
も
の
を
譲
り
渡

し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

十
三
　
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
条
の
規
定
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る

者
が
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

救
急
の
用
に
供
す
る
目
的
で
航
空
機
に
装
備
さ
れ
た
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
航
空
機
内
に
お
い
て
施
用
の
た
め

交
付
さ
れ
る
も
の
を
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

十
四
　
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
災
害
時
に
使
用
す
る
た
め
に
備
蓄
す
る
目
的
で
向
精
神
薬
卸
売
業
者
か
ら
譲
り

受
け
た
向
精
神
薬
を
返
品
し
、
又
は
返
品
す
る
目
的
で
所
持
す
る
場
合

十
五
　
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
災
害
時
に
病
院
等
の
開
設
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
譲
り
渡
す

目
的
で
所
持
す
る
場
合
又
は
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
譲
り
渡
す
目
的
で

所
持
す
る
場
合

十
六
　
病
院
等
の
開
設
者
が
、
患
者
の
試
験
検
査
の
た
め
に
必
要
な
向
精
神
薬
を
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置

者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

２
　
法
第
五
十
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
同
一
人
が
二
以
上
の
向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
免
許
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
間
で
向
精
神
薬
を

譲
り
渡
す
と
き
。

二
　
向
精
神
薬
卸
売
業
者
が
、
船
員
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
船
舶
内
に
備
え
付
け
ら
れ
る
向
精

神
薬
を
、
船
長
の
発
給
す
る
向
精
神
薬
の
購
入
に
関
す
る
証
明
書
と
引
換
え
に
船
舶
所
有
者
に
譲
り
渡
す
場
合

三
　
向
精
神
薬
卸
売
業
者
が
、
航
空
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
救
急
の
用
に
供
す
る
目

的
で
航
空
機
に
装
備
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
航
空
法
第
百
条
の
規
定
に
よ
る
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
に
譲

り
渡
す
場
合

四
　
向
精
神
薬
卸
売
業
者
が
、
災
害
時
に
使
用
す
る
た
め
に
備
蓄
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
地
方
公
共
団
体
の
長
に
譲

り
渡
す
場
合

五
　
向
精
神
薬
卸
売
業
者
が
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
五
十
九
条
に
規

定
す
る
自
衛
隊
の
部
隊
又
は
補
給
処
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
す
場
合

３
　
法
第
五
十
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
一
人
が
二
以
上
の
向
精
神
薬

輸
出
業
者
の
免
許
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
間
で
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
す
と
き
と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
条
の
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
向
精
神
薬
小
売
業
者
が
船
員
法

第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
船
舶
内
に
備
え
付
け
ら
れ
る
向
精
神
薬
を
船
長
の
発
給
す
る
向
精
神
薬
の

購
入
に
関
す
る
証
明
書
と
引
換
え
に
船
舶
所
有
者
に
譲
り
渡
す
場
合
と
す
る
。

（
容
器
等
の
記
載
の
特
例
）

第
三
十
七
条
　
法
第
五
十
条
の
十
九
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
向
精
神
薬
が
輸
出
用
で
あ
る
場
合

二
　
向
精
神
薬
が
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
治
験
の
対
象
と
さ
れ
る
薬
物
（
第

四
項
に
お
い
て
「
治
験
薬
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

三
　
向
精
神
薬
が
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行
規
則
第
二
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記

載
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
、
又
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
医
薬
品
（
第
五
項
に
お
い
て
「
調

剤
専
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
容
器
の
面
積
が
狭
い
た
め
、
法
第
五
十
条
の
十
九
に
規
定
す

る
「
（
（
向
）
）
」
の
記
号
及
び
同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
瞭
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
当
該
事
項
が
そ
の
容
器
の
直
接
の
被
包
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
二
ｃ
ｃ
以
下
の
ア
ン
プ
ル
又
は
こ
れ
と
同
等
の
大
き
さ
の
容
器
に
収
め
ら
れ
た
向
精
神
薬

二
　
二
ｃ
ｃ
を
超
え
十
ｃ
ｃ
以
下
の
ア
ン
プ
ル
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
の
大
き
さ
の
ガ
ラ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
材
質
か
ら
な
る
容
器
で
、
そ
の
記
載
事
項
が
そ
の
容
器
に
直
接
印
刷
さ
れ
て
い
る
も
の
に
収
め
ら
れ
た
向
精

神
薬（

（
向
）
）
の
記
号

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

成
分
た
る
向
精
神
薬
の
品
名

そ
の
製
剤
の
名
称
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

向
精
神
薬
の
分
量
又
は
含
量

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は

向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
氏
名

及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
所
在
地
）

向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
略
名
又
は
商
標

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
つ
て
登
録
さ
れ
た

商
標
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
で
あ
る

向
精
神
薬
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
条
第
一
号

に
定
め
る
製
造
販
売
業
者
の
略
名
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
輸
出
用
で
あ
る
向
精
神
薬
に
つ
い
て
は
、
「
（
（
向
）
）
」
の
記
号
及
び
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬

輸
入
業
者
の
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
治
験
薬
で
あ
る
向
精
神
薬
に
つ
い
て
は
、
「
（
（
向
）
）
」
の
記
号
及
び
同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
調
剤
専
用
医
薬
品
で
あ
る
向
精
神
薬
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

成
分
た
る
向
精
神
薬
の
品
名

そ
の
製
剤
の
名
称
の
記
載
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

向
精
神
薬
の
分
量
又
は
含
量

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神

薬
輸
入
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
所
在
地
）

向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
略
名
を
も
つ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
た
医
薬
品
で
あ
る
向
精
神
薬
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器

等
法
第
五
十
条
第
一
号
に
定
め
る
製
造
販
売
業
者
の
略
名
を
も
つ
て
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
等
の
記
載
事
項
）

第
三
十
八
条
　
法
第
五
十
条
の
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤

業
者
又
は
向
精
神
薬
輸
入
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在

地
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
で
あ
る
向
精
神
薬

に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
五
十
条
第
一
号
に
定
め
る
製
造
販
売
業
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
名
称
）
及
び
住
所
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

令
第
十
一
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
住
所
」
と
あ

る
の
は
、
「
医
薬
品
等
総
括
製
造
販
売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
」
と
す
る
。

（
向
精
神
薬
取
扱
責
任
者
の
届
出
）

第
三
十
九
条
　
法
第
五
十
条
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
の
番
号
及
び
免
許
年
月
日

三
　
免
許
の
種
類
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四
　
向
精
神
薬
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
向
精
神
薬
取
扱
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

六
　
向
精
神
薬
取
扱
責
任
者
の
資
格

七
　
向
精
神
薬
取
扱
責
任
者
の
設
置
又
は
変
更
年
月
日

２
　
向
精
神
薬
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三

十
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は

向
精
神
薬
使
用
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
あ
つ
て

は
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
等
）

第
四
十
条
　
向
精
神
薬
取
扱
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
向
精
神
薬
を
、
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
、
病
院
等
又
は
向
精
神

薬
試
験
研
究
施
設
内
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
保
管
は
、
当
該
向
精
神
薬
営
業
所
、
病
院
等
又
は
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
に
お
い
て
、
向
精
神
薬
に

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
実
地
に
盗
難
の
防
止
に
つ
き
必
要
な
注
意
を
す
る
場
合
を
除
き
、
か
ぎ
を
か
け
た

設
備
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
向
精
神
薬
取
扱
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
向
精
神
薬
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
焼
却
そ
の
他
の
向
精
神
薬
を
回
収
す

る
こ
と
が
困
難
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
向
精
神
薬
営
業
者
は
、
常
時
取
引
関
係
に
な
い
者
に
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
す
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
が
法
第
五

十
条
の
十
六
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
向
精
神
薬
の
譲
渡
し
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
の
届
出
）

第
四
十
一
条
　
法
第
五
十
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
届
出
は
、
そ
の
数
量
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
向
精
神
薬
の
剤
型
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
以
上
の
向
精
神
薬
に
つ
き
事
故
が

生
じ
た
場
合
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

末
、
散
剤
、
顆
粒
剤

百
グ
ラ
ム
又
は
百
包

錠
剤
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
坐
剤

百
二
十
個

注
射
剤

十
ア
ン
プ
ル
又
は
十
バ
イ
ア
ル

内
用
液
剤

十
容
器

経
皮
吸
収
型
製
剤

十
枚

２
　
向
精
神
薬
取
扱
者
は
、
法
第
五
十
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
三
十
五
号
様
式
）
を
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、

向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
、
向
精
神
薬
使
用
業
者
又
は
地
方
厚
生
局
長
の
登
録
に
係
る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設

設
置
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
そ
の
他
の
向
精
神
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
向
精
神
薬
営
業
所
、
病

院
等
又
は
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
免
許
証
又
は
登
録
証
の
番
号
及
び
免
許
又
は
登
録
年
月
日

三
　
免
許
又
は
登
録
の
種
類

四
　
向
精
神
薬
営
業
所
、
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
又
は
病
院
等
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
事
故
が
生
じ
た
向
精
神
薬
の
品
名
及
び
数
量

六
　
事
故
発
生
の
状
況

（
記
録
を
要
し
な
い
向
精
神
薬
）

第
四
十
二
条
　
法
第
五
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
向
精
神
薬
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
　
病
院
等
の
開
設
者
が
譲
り
渡
し
た
向
精
神
薬
（
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

二
　
向
精
神
薬
小
売
業
者
又
は
病
院
等
の
開
設
者
が
譲
り
受
け
た
向
精
神
薬
（
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神

薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め

交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
若
し
く
は
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を

管
理
す
る
者
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

三
　
向
精
神
薬
小
売
業
者
又
は
病
院
等
の
開
設
者
が
廃
棄
し
た
向
精
神
薬
（
前
号
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）

（
届
出
）

第
四
十
三
条
　
法
第
五
十
条
の
二
十
四
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
前
年
中
に
輸
入
し
、
又
は
輸
出
し
た
向
精
神
薬
の
輸
入
又
は
輸
出
の
相
手
国
の
名
称
と
す
る
。

（
適
用
除
外
等
対
象
向
精
神
薬
製
剤
）

第
四
十
四
条
　
法
第
五
十
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
向
精
神
薬
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

と
す
る
。

（
薬
局
開
設
者
等
の
別
段
の
申
出
）

第
四
十
五
条
　
法
第
五
十
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
別
段
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
（
別
記
第
三
十
六
号
様
式
）
を
、
そ
の
薬
局
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
薬
局
開
設
又
は
卸
売
販
売
業
の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

三
　
前
号
の
許
可
の
種
類

四
　
薬
局
又
は
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
章
の
二
　
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
に
関
す
る
届
出
等

（
業
務
の
届
出
）

第
四
十
五
条
の
二
　
法
第
五
十
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
麻
薬
等
原
料
営
業
所
（
特
定
麻
薬
等
原
料
製
造
業
者
又
は
特
定
麻
薬
等
原
料
卸
小
売
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
を
行
う
麻
薬
等
原
料
営
業
所
に
限
る
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
取
り
扱
う
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
の
品
名

２
　
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出
業
者
、
特
定
麻
薬
等
原
料
製
造
業
者
又
は
特
定
麻
薬
等
原
料
卸
小

売
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十
条
の
二
十
七
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別

記
第
三
十
七
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
、
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出
業
者
又
は
特
定
麻
薬
等
原

料
製
造
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
特
定
麻
薬
等
原
料
卸
小
売
業
者
と
な
ろ
う
と

す
る
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
等
原
料
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出
業
者
、
特
定
麻
薬
等
原
料
製
造
業
者
又
は
特
定
麻
薬
等
原
料

卸
小
売
業
者
が
、
同
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
届
出
事
項
の
変
更
に
つ
き
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

（
業
務
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
五
条
の
三
　
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出
業
者
、
特
定
麻
薬
等
原
料
製
造
業
者
又
は
特
定
麻

薬
等
原
料
卸
小
売
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
三
十
八
号
様
式
）
を
、
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出

業
者
又
は
特
定
麻
薬
等
原
料
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
特
定
麻
薬
等
原
料
卸
小
売
業
者
に
あ
つ

て
は
そ
の
麻
薬
等
原
料
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
麻
薬
等
原
料
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
業
務
廃
止
の
事
由
及
び
年
月
日

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
輸
入
及
び
輸
出
の
届
出
）

第
四
十
五
条
の
四
　
法
第
五
十
条
の
二
十
九
、
第
五
十
条
の
三
十
第
一
項
、
第
五
十
条
の
三
十
一
又
は
第
五
十
条
の

三
十
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
三
十
九
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
地
方
厚
生
局
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
輸
入
及
び
輸
出
の
届
出
を
要
し
な
い
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
の
量
）

第
四
十
五
条
の
五
　
法
第
五
十
条
の
三
十
一
及
び
第
五
十
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
量

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
と
す
る
。

Ｎ―
ア
セ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

Ｎ―

ア
セ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
と
し
て
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
含
有
す
る
量

ア
セ
ト
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

ア
セ
ト
ン
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
と
し
て
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

イ
ソ
サ
フ
ロ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

イ
ソ
サ
フ
ロ
ー
ル
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
百
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

エ
ル
ゴ
タ
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

エ
ル
ゴ
タ
ミ
ン
と
し
て
二
十
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
と
し
て
十
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

塩
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

塩
化
水
素
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
五
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す

る
量

サ
フ
ロ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

サ
フ
ロ
ー
ル
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ト
ル
エ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

ト
ル
エ
ン
百
七
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物
ピ
ペ
リ
ジ
ン
と
し
て
五
百
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
百
六
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

プ
ロ

パ
ノ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

プ
ロ
パ
ノ

ン
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

無
水
酢
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

無
水
酢
酸
二
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

リ
ゼ
ル
ギ
ン
酸
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

リ
ゼ
ル
ギ
ン
酸
と
し
て
十
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

硫
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

硫
酸
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

（
事
故
の
届
出
）

第
四
十
五
条
の
六
　
法
第
五
十
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
届
出
は
、
そ
の
数
量
が
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
を
超
え
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
に

つ
き
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｎ―

ア
セ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

Ｎ―

ア
セ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
と
し
て
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
含
有
す
る
量

ア
セ
ト
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

ア
セ
ト
ン
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
と
し
て
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

イ
ソ
サ
フ
ロ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

イ
ソ
サ
フ
ロ
ー
ル
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
百
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

エ
ル
ゴ
タ
ミ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

エ
ル
ゴ
タ
ミ
ン
と
し
て
二
十
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
と
し
て
十
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

塩
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

塩
化
水
素
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
五
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す

る
量

サ
フ
ロ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

サ
フ
ロ
ー
ル
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ト
ル
エ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

ト
ル
エ
ン
百
七
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ピ
ペ
リ
ジ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物
ピ
ペ
リ
ジ
ン
と
し
て
五
百
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
百
六
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

プ
ロ

パ
ノ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

プ
ロ
パ
ノ

ン
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

無
水
酢
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

無
水
酢
酸
二
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

リ
ゼ
ル
ギ
ン
酸
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

リ
ゼ
ル
ギ
ン
酸
と
し
て
十
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

硫
酸
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
物

硫
酸
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
量

２
　
麻
薬
等
原
料
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
四
十
号
様
式
）
を
、
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出
業

者
又
は
麻
薬
等
原
料
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
麻
薬
等
原
料
卸
小
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻

薬
等
原
料
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
営
業
者
の
種
類

三
　
麻
薬
等
原
料
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
事
故
が
生
じ
た
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
の
品
名
及
び
数
量

五
　
事
故
発
生
の
状
況

（
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
）

第
四
十
五
条
の
七
　
法
第
五
十
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
　
注
文
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
）
又
は
事
業
内
容
が
虚

偽
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合

二
　
注
文
者
の
入
手
目
的
が
、
当
該
注
文
者
の
事
業
内
容
と
一
致
し
な
い
と
思
料
さ
れ
る
場
合

三
　
支
払
方
法
又
は
運
搬
方
法
等
が
通
常
の
取
引
慣
行
に
反
す
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合

四
　
そ
の
他
麻
薬
等
原
料
営
業
者
が
、
そ
の
取
り
扱
う
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
の
輸
入
、
輸
出
、
製
造
、
小
分
け
又

は
譲
渡
し
が
、
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止

さ
れ
る
麻
薬
又
は
向
精
神
薬
の
製
造
に
関
連
す
る
と
思
料
す
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合

２
　
法
第
五
十
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
所
在
地
）

二
　
麻
薬
等
原
料
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
注
文
の
あ
つ
た
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
の
品
名
及
び
数
量

四
　
注
文
者
の
氏
名
又
は
住
所
等
注
文
者
を
特
定
す
る
事
項

五
　
注
文
の
あ
つ
た
年
月
日

六
　
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
麻
薬

又
は
向
精
神
薬
の
製
造
に
関
連
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
理
由

３
　
麻
薬
等
原
料
営
業
者
は
、
法
第
五
十
条
の
三
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記

第
四
十
一
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
、
麻
薬
等
原
料
輸
入
業
者
、
麻
薬
等
原
料
輸
出
業
者
又
は
麻
薬
等
原
料
製
造

業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に
、
麻
薬
等
原
料
卸
小
売
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
麻
薬
等
原
料
営
業
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
適
用
除
外
等
）

第
四
十
五
条
の
八
　
法
第
五
十
条
の
三
十
六
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
は
、
別
表

第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
章
　
監
督

（
収
去
証
）

第
四
十
六
条
　
麻
薬
取
締
官
又
は
麻
薬
取
締
員
そ
の
他
の
職
員
は
、
法
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

麻
薬
、
家
庭
麻
薬
、
向
精
神
薬
又
は
こ
れ
ら
の
疑
い
の
あ
る
物
を
収
去
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
収
去
証
（
別
記

第
四
十
二
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
票
）

第
四
十
七
条
　
法
第
五
十
条
の
三
十
八
第
三
項
（
法
第
五
十
八
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
携
帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
四
十
三
号
様
式
に
よ
る
。

（
法
第
五
十
四
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
四
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
四
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
物
品
に
係
る
名
称
、
形
状
、
容

器
、
包
装
、
表
示
又
は
陳
列
若
し
く
は
広
告
の
方
法
と
す
る
。

第
四
章
　
麻
薬
中
毒
者
に
対
す
る
措
置
等

（
医
師
の
届
出
事
項
）

第
四
十
八
条
　
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
麻
薬
中
毒
の
症
状
の
概
要

二
　
診
断
の
年
月
日

三
　
医
師
の
住
所
（
病
院
又
は
診
療
所
で
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
に
つ
い
て
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の

名
称
及
び
所
在
地
）
及
び
氏
名

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
）

第
四
十
九
条
　
法
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
国
又
は
都
道
府
県
が
設
置
し
た
精
神
科
病
院
（
精
神
科
病
院
以
外
の
病
院
で
あ
つ
て
精
神
病
室
を
有
す
る
も

の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
の
八

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
精
神
科
病
院

（
診
療
報
酬
の
請
求
）

第
五
十
条
　
麻
薬
中
毒
者
医
療
施
設
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
命
令

（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
麻
薬
中
毒
者
医
療
施
設
が
行
つ
た

医
療
に
係
る
診
療
報
酬
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
犯
罪
鑑
識
用
麻
薬
等
に
関
す
る
記
載
事
項
）

第
五
十
一
条
　
法
第
六
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
交
付
を
受
け
た
麻
薬
又
は
向
精
神
薬
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
年
月
日

二
　
交
付
を
受
け
た
麻
薬
又
は
向
精
神
薬
に
つ
き
、
滅
失
そ
の
他
の
事
故
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
故
に
係
る

麻
薬
又
は
向
精
神
薬
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
年
月
日
そ
の
他
事
故
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
な

事
項

（
証
紙
の
代
価
）

第
五
十
二
条
　
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
証
紙
の
代
価
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

一
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
証
紙
　
六
十
円

二
　
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
証
紙
　
三
十
円

三
　
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
証
紙
　
十
五
円

（
手
数
料
等
の
納
付
）

第
五
十
三
条
　
法
第
五
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
及
び
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
証
紙
の
代
価

は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
金
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
申
請
書
に
は
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
方
せヽ
んヽ
等
の
記
載
）

第
五
十
四
条
　
法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
方
せヽ
んヽ
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
受
証

及
び
譲
渡
証
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
法
第
四
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
並
び
に
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
す
み
又
は
イ
ン
キ
を
用
い
て
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
五
条
　
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
（
第
四
十

四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
十
二
号
又
は
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行

つ
た
場
合
に
限
る
。
）
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
法
第
四
条
第
一
項
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
法
第
八
条
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権

限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
五
十
条
の
四
及
び
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

八
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

九
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
権
限

十
　
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一
　
法
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
権
限
（
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、

麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

十
二
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
元
卸
売
業
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
権
限
（
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
五
　
法
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
権
限

十
六
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十
七
　
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

十
八
　
法
第
五
十
条
の
五
に
規
定
す
る
権
限

十
九
　
法
第
五
十
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
　
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
権
限

二
十
一
　
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第

五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
二
　
法
第
五
十
条
の
九
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
権
限

二
十
三
　
法
第
五
十
条
の
十
に
規
定
す
る
権
限

二
十
四
　
法
第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
五
　
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限

二
十
六
　
法
第
五
十
条
の
十
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
権
限
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二
十
七
　
法
第
五
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
八
　
法
第
五
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二
十
九
　
法
第
五
十
条
の
二
十
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

三
十
　
法
第
五
十
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
権
限

三
十
一
　
法
第
五
十
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
権
限

三
十
二
　
法
第
五
十
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
権
限

三
十
三
　
法
第
五
十
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
権
限

三
十
四
　
法
第
五
十
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
権
限

三
十
五
　
法
第
五
十
条
の
三
十
に
規
定
す
る
権
限

三
十
六
　
法
第
五
十
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
権
限

三
十
七
　
法
第
五
十
条
の
三
十
二
に
規
定
す
る
権
限

三
十
八
　
法
第
五
十
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
権
限

三
十
九
　
法
第
五
十
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
（
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、

麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製
剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

四
十
　
法
第
五
十
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
権
限

四
十
一
　
法
第
五
十
条
の
四
十
に
規
定
す
る
権
限

四
十
二
　
法
第
五
十
条
の
四
十
一
に
規
定
す
る
権
限

四
十
三
　
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
（
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者
及
び
麻
薬
製

剤
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

四
十
四
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

２
　
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す

る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
旧
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

２
　
麻
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
規
定
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
旧
麻
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
き
発
行
さ
れ
た
証
紙
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
証
紙
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
並
び
に
第
十
条
中
採
血
及

び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
施
行
規
則
の
様
式
を
改
め
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
、
第
九

条
中
歯
科
技
工
士
養
成
所
指
定
規
則
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
二
日
厚
生
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
二
一
日
厚
生
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
八
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
精
神
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
精
神
衛
生
鑑
定
医
の

身
分
を
示
す
証
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
精
神
保
健
指
定
医
の
身
分
を
示
す
証
票
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
八
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
取
締
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
部
分
を
除

く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
八
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
麻
薬
取
締
法
施
行
規

則
第
十
三
条
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
四
十
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
七
号
様
式
の
次
に

十
九
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
（
別
記
第
三
十
六
号
様
式
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
項
の
規
定
は
、
同
法

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
部
分
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
八
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
麻
薬
取
締
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
申
出
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
（
新
規
則
別
記
第
三
十
六
号
様
式
）
を
、
申
出
者
の
薬
局
又
は
店
舗
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
〇
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
一
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
九
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
一
日
厚
生
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
書
面
の
交
付
等
に
関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
等
に
係
る
欠
格
事
由
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
医
師
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
精
神
病
院
の
用
語
の
整
理
等
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
十
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
十
四
条
第

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
許
可
の
有
効
期
間
に
つ

い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
六
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
条
（
覚
せヽ
いヽ
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

五
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十

四
号
）
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
許
可
（
以
下
「
麻
薬
小
売
間
譲
渡
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る

者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
麻
薬
小
売
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
第
１
号
様
式
（
第
一
条
関
係
）

別記第1号様式(第一条関係) 

収 入 

印 紙 

大臣免許に

限る。 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製

剤業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸

売業、麻薬卸売業、麻薬小売業、

麻薬施用、麻薬管理、麻薬研究 

者免許申請書 

 

麻 薬 業 務 所 
所 在 地   

名 称   

麻薬施用者又は麻薬

研究者にあつては、従

として診療又は研究

に従事する麻薬診療

施設又は麻薬研究施

設 

所 在 地   

名 称 

  

許 可 又 は 免 許 の 番 号 第  号 
許可又は免

許の年月日 
年  月  日 

の
欠
格
条
項 

の
業
務
を
行
な
う
役
員
を
含
む
。) 

申
請
者(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ 

(1) 

法第51条第1項の規

定により免許を取り

消されたこと。 

  

(2) 
罰金以上の刑に処せ

られたこと。 

  

(3) 

医事又は薬事に関す

る法令又はこれに基

づく処分に違反した

こと。 

  

備 考   

  上記のとおり、免許を受けたいので申請します。 

    年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)         

 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 収入印紙は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻

薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係る申請書の正本にのみはり、消印をしないこと。 

  3 許可又は免許の番号の欄には、麻薬営業者の免許の申請であるときは、医薬品医療

機器等法の規定による許可証の番号を、麻薬施用者又は麻薬管理者の免許の申請で

あるときは、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の免許の登録番号を記載すること。 

  4 欠格条項の(1)欄から(3)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、当

該事実があるときは、(1)欄にあつてはその理由及び年月日を、(2)欄にあつてはそ

の罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

つた場合はその年月日を、(3)欄にあつてはその違反の事実及び年月日を記載するこ

と。 

別
記
第
１
号
の
２
様
式
（
第
一
条
の
四
関
係
）

別記第1号の2様式(第一条の四関係) 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製剤業、家庭麻薬製

造業、麻薬元卸売業、麻薬卸売業、麻薬小売業、麻

薬研究 

者役員変更届 

 

免許の番号 第  号 免許年月日  年  月  日 

麻 薬 業 務 所 
所在地   

名 称   

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 前   

変 更 後   

う

役

員

の

欠

格

条

項 

変

更

後

の

業

務

を

行 

(1) 

法第 51条第 1項の規定

により免許を取り消され

たこと。 

  

(2) 
罰金以上の刑に処せられ

たこと。 

  

(3) 

薬事若しくは医事に関す

る法令又はこれに基づく

処分に違反したこと。 

  

備 考   

 上記のとおり、業務を行う役員に変更を生じたので届け出ます。 

     年  月  日 

              住 所 
法人又は団体の主た

る事務所の所在地 

  

              氏 名 (法人又は団体の名称) 

 

 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事)殿 

(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 変更前と変更後の欄には、業務を行う役員全員を記載すること。 

 3 欠格条項の(1)欄から(3)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、当該

事実があるときは、(1)欄にあつてはその理由及び年月日を、(2)欄にあつてはその罪、

刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合は

その年月日を、(3)欄にあつてはその事実及び年月日を記載すること。 
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別
記
第
２
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

別記第2号様式(第二条関係) 

 第    号 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製

剤業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸

売業、麻薬卸売業、麻薬小売業、

麻薬施用、麻薬管理、麻薬研究 

者免許証 

麻 薬 業 務 所 

所在地 

 

名 称 

麻薬施用者又は麻薬研究

者にあつては、従として診

療又は研究に従事する麻

薬診療施設又は麻薬研究

施設 

所在地 

名 称 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 (法人にあつては、名称) 

  麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定により免許を受けた麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製剤

業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸売業、

麻薬卸売業、麻薬小売業、麻薬施用、

麻薬管理、麻薬研究 

者であることを証明する。 

      年  月  日 

厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事)    印 

               年  月  日から 

   有 効 期 間 

               年  月  日まで 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
３
号
様
式
（
第
三
条
関
係
）

 

別記第3号様式(第三条関係) 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製

剤業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸

売業、麻薬卸売業、麻薬小売業、

麻薬施用、麻薬管理、麻薬研究 

者業務(研究)廃止届 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

麻薬業務所 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 
  

業 務 (研 究 )廃 止 の

事由及びその年月日 

  

  上記のとおり、業務(研究)を廃止したので、免許証を添えて届け出ます。 

      年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

届出義務者続柄                  

氏 名(法人にあつては、名称)           

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
４
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

 

別記第4号様式(第四条関係) 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製剤

業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸売業、

麻薬卸売業、麻薬小売業、麻薬施用、

麻薬管理、麻薬研究 

者免許証返納届 

免 許 証 の 番 号 第     号 免 許 年 月 日 年  月  日 

麻薬業務所 

所在地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

免許証返納の事由

及 び そ の 年 月 日 

  

  上記のとおり、免許証を返納したいので届け出ます。 

         年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)        

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

 

別
記
第
５
号
様
式
（
第
五
条
関
係
）

 

別記第5号様式(第五条関係) 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製剤

業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸売業、

麻薬卸売業、麻薬小売業、麻薬施用、

麻薬管理、麻薬研究 

者免許証記載事項変更届 

 

免 許 証 の 番 号 第   号 免許年月日 年  月  日 

変 更 す べ き 事 項 
  

変

更

前 

麻 薬 業 務 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

住所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏名 
法人にあつては、名

称 

  

従 た る 施 設 

所 在 地 
  

名 称 
  

変

更

後 

麻 薬 業 務 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

住所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏名 
法人にあつては、名

称 

  

従 た る 施 設 

所 在 地 
  

名 称 
  

変 更 の 事 由 及 び そ の 年 月 日   

  上記のとおり、免許証の記載事項に変更を生じたので免許証を添えて届け出ます。 

      年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)          

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事)  殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 変更前の欄及び変更後の欄には、該当する事項についてのみ記載すること。 
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別
記
第
６
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）

 

別記第6号様式(第六条関係) 

収 入

印 紙 

大臣免許に限

る。 

  

 

麻薬輸入業 

麻薬輸出業、麻薬製造業、麻薬製

剤業、家庭麻薬製造業、麻薬元卸

売業、麻薬卸売業、麻薬小売業、

麻薬施用、麻薬管理、麻薬研究 

者免許証再交付申請書 

 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

麻 薬 業 務 所 

所在地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

再 交 付 の 事 由

及 び そ の 年 月 日 

  

  上記のとおり、免許証の再交付を申請します。 

       年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)           

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 収入印紙は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻

薬製造業者、麻薬元卸売業者に係る申請書の正本にのみはり、消印しないこと。 

別
記
第
６
号
の
２
様
式
（
第
六
条
の
二
関
係
）

 

別記第6号の2様式(第六条の二関係) 

麻薬携帯輸入(輸出)許可申請書 

携帯して輸入 (輸出 )

し よ う と す る 麻 薬 

品 名 数 量 

    

入 国 ( 出 国 )

す る 理 由 

  

麻 薬 の 施 用 を

必 要 と す る 理 由 

  

入 国 ( 出 国 ) の 期 間 

  

入 国 ( 出 国 ) 港 名 

  

  上記のとおり、麻薬を携帯して輸入(輸出)したいので申請します。 

      年  月  日 

住 所           

氏 名           

  地方厚生(支)局長    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
７
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

 

別記第7号様式(第七条関係) 

麻薬輸入 (輸出 )許可申請書 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

輸入(輸出)しようとする麻薬 

品 名 数 量 

    

輸出(輸入)者 

住所(法人に

あつては、主

たる事務所

の所在地) 

  

氏名(法人に

あつては、名

称) 

  

輸 入 ( 輸 出 ) の 期 間 
  

輸 送 の 方 法 
  

輸 入 ( 輸 出 ) 港 名 
  

  上記のとおり、麻薬を輸入(輸出)したいので申請します。 

      年  月  日 

所在地            

麻薬業務所               

名 称            

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)       

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
８
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

 

別記第8号様式(第八条関係) 

麻薬製造(製剤、小分け)許可申請書 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 

  

製造(製剤、小分け)しよう

とする麻薬

 

品 名 数 量 

    

製造(製剤、小分け)のため

に使用する麻薬

 

品 名 数 量 

    

製造(製剤、小分け)の期間   年  月  日から   年  月  日まで 

  上記のとおり、麻薬を製造(製剤、小分け)したいので申請します。 

      年  月  日 

所在地            

麻薬業務所               

名 称            

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)       

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
９
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

 

別記第9号様式(第八条関係) 

家 庭 麻 薬 製 造 許 可 申 請 書 

免 許 証 の 番 号 第      号 免 許 の 種 類   免 許 年 月 日 年  月  日 

製 造 し よ う と す る 家 庭 麻 薬 製 造 の た め に 使 用 す る 麻 薬 
備 考 

品 名 数 量 品 名 数 量 

          

          

          

          

          

製 造 の 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

  上記のとおり、家庭麻薬を製造したいので申請します。 

        年  月  日 

所在地                        

麻薬業務所                           

名 称                        

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)                   

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
１
０
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

 

別記第10号様式(第九条関係) 

麻 薬 譲 渡 許 可 申 請 書 

譲

渡

人 

免 許 証 の 番 号 第   号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

麻薬業務所 

所 在 地 
  

名 称 
  

譲 り 渡 そ う と す る 麻 薬 

品 名 容 量 箇 数 数 量 

        

譲

渡

先 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年 月 日 

免 許 の 種 類 
  

麻薬業務所 

所 在 地 
  

名 称 
  

氏 名 
法人にあつて

は、名称 

  

譲 渡 し の 理 由   

  上記のとおり、麻薬を譲り渡したいので申請します。 

      年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)       

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
１
０
号
の
２
様
式
（
第
九
条
の
二
関
係
）

別記第10号の2様式(第九条の二関係) 

 

麻薬小売業者間譲渡許可申請書 

 

 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することが

できない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき又は麻薬卸売業者から譲り受け

た麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者

から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場

合において、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに限り、

麻薬を譲り渡したいので申請します。 

 

       年   月   日 

 

譲
渡
人
・
譲
渡
先 

① 

麻薬業務所 

所在地 
  

名 称 
  

申 請 者 

住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地) 

  

氏名(法人にあつては、

名称) 

  

② 

麻薬業務所 

所在地 
  

名 称 
  

申 請 者 

住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地) 

  

氏名(法人にあつては、

名称) 

  

③ 

麻薬業務所 

所在地 
  

名 称 
  

申 請 者 

住所(法人にあつては、

主たる事務所の所在地) 

  

氏名(法人にあつては、

名称) 

  

代表者の氏名(法人にあつては、名称)   

備 考   

 

都道府県知事          殿 

 

(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 麻薬業務所欄及び申請者欄にその全てを記載することができないときは、別紙に記載すること。 

別
記
第
１
０
号
の
３
様
式
（
第
九
条
の
二
関
係
）

別記第10号の3様式(第九条の二関係) 

麻薬小売業者間譲渡許可変更届 

許可年月日 年  月  日  許可番号  

変
更
前 

麻薬業務所 
所在地  

名 称  

住所 
法人にあつては、主たる事

務所の所在地 

 

氏名 法人にあつては、名称  

変
更
後 

麻薬業務所 
所在地  

名 称  

住所 
法人にあつては、主たる事

務所の所在地 

 

氏名 法人にあつては、名称  

変更・免許の失効の事由及びその年月日  

□ 当該許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得ている。 

 上記のとおり、麻薬小売業者間譲渡許可免許の失効・変更を行つたので届け出ます。 

   年  月  日 

 

①麻薬業務所名称 

 

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 

 

 氏名(法人にあつては、名称) 

 

②麻薬業務所名称 

 

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 

 

 氏名(法人にあつては、名称) 

 

 

 都道府県知事             殿 

備考   

(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 届出者欄に、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた者の全てを記載することができないと

きは、別紙に記載すること。 

 3 代表者の変更を届け出る場合は、変更前の氏名欄に変更前の代表者を、変更後の氏名

欄に変更後の代表者を、変更・免許の失効の事由及びその年月日欄に代表者を変更する

旨を記載すること。 

 4 代表者のみが届出を行う場合は、当該届出の内容について、当該許可を受けた他の麻

薬小売業者全員の同意を得た上で、必要事項を記載すること。また、同意を得ている場

合は、同意欄にチェックを入れること。 
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別
記
第
１
０
号
の
４
様
式
（
第
九
条
の
二
関
係
）

別記第10号の4様式(第九条の二関係) 

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届 

許可年月日 年  月  日  許可番号   

追
加
す
る
麻
薬
小
売
業
者 

麻薬業務所 
所在地   

名称   

住所 
法人にあつては、主たる

事務所の所在地 

  

氏名 法人にあつては、名称 
  

□ 代表者及び追加する麻薬小売業者のみが届出を行う場合であり、当該許可を受けた他

の麻薬小売業者全員の同意を得ている。 

 上記のとおり、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に他の麻薬小売業者を加

える必要があるので届け出ます。共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足

のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する

必要があると認めるとき又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日

から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬

について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合にお

いて、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに

限り、麻薬を譲り渡したいので届け出ます。 

 

   年  月  日 

 

①麻薬業務所名称 

 

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 

 

 氏名(法人にあつては、名称) 

 

②麻薬業務所名称 

 

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 

 

 氏名(法人にあつては、名称) 

 

③麻薬業務所名称 

 

 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 

 

 氏名(法人にあつては、名称) 

 

 都道府県知事             殿 

備考  

(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 届出者欄に、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた者の全てを記載することができないと

きは、別紙に記載すること。 

 3 追加する麻薬小売業者については、追加する麻薬小売業者の欄を記入した上で、届出

者欄についても必要事項を記入すること。 

 4 代表者及び追加する麻薬小売業者のみが届出を行う場合は、当該届出の内容について、

当該許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た上で、必要事項を記入すること。

また、同意を得ている場合は、同意欄にチェックを入れること。 

別
記
第
１
１
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

 

別記第11号様式(第十条関係) 

麻 薬 廃 棄 届 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

氏 名 
  

麻 薬 業 務 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

廃 棄 し よ う と す る

麻 薬

 
品 名 数 量 

    

廃 棄 の 年 月 日 
  

廃 棄 の 場 所 
  

廃 棄 の 方 法 
  

廃 棄 の 理 由 
  

  上記のとおり、麻薬を廃棄したいので届け出ます。 

      年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

届出義務者続柄             

氏 名(法人にあつては、名称)       

  都道府県知事    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
十
二
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

別記第十二号様式(第十一条関係) 

    

 備考 模様は赤色とし、(麻)は赤地に白字とする。 

別
記
第
十
三
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

別記第十三号様式(第十一条関係) 

    

 備考 模様は赤色とし、(麻)は赤地に白字とする。 
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別
記
第
十
四
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

別記第十四号様式(第十一条関係) 

    

 備考 模様は赤色とし、(麻)は赤地に白字とする。 

別
記
第
１
５
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

 

別記第15号様式(第十一条関係) 

収入

印紙 

  

封 か ん 証 紙 交 付 申 請 書 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

種 類 枚 数 単 価 金 額 備 考 

第12号様式の証紙 枚 60円 円 
  

第13号様式の証紙 枚 30円 円 
  

第14号様式の証紙 枚 15円 円 
  

計 枚   円 
  

  上記のとおり、封かん証紙の交付を受けたいので申請します。 

      年  月  日 

所在地                  

麻薬業務所                     

名 称                  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)             

  厚生労働大臣    殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 収入印紙は、封かん証紙交付申請書の正本にのみはり、消印をしないこと。 
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別
記
第
１
６
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

 

別記第16号様式(第十二条関係) 

麻 薬 譲 受 証 

年  月  日 

譲 受 人 の 免 許 証 の 番 号 第        号 譲 受 人 の 免 許 の 種 類 
  

譲受人の氏名(法人にあつては、名称) 印 

譲受人が麻薬診療施設の開設者又は

麻薬研究施設の設置者の場合は、当該

施設において麻薬を管理する麻薬管

理者、麻薬施用者、麻薬研究者 

免 許 証 の 番 号 第      号 氏 名 印 

麻 薬 業 務 所 
所 在 地   

名 称   

品 名 容 量 箇 数 数 量 備 考 

          

          

          

          

          

          

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 余白には、斜線を引くこと。 

別
記
第
１
７
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

 

別記第17号様式(第十二条関係) 

麻 薬 譲 渡 証 

年  月  日 

譲 渡 人 の 免 許 証 の 番 号 第      号 譲 渡 人 の 免 許 の 種 類 
  

譲渡人の氏名 (法人にあつては、名称 ) 印 

麻 薬 業 務 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

品 名 容 量 箇 数 数 量 備 考 

          

          

          

          

          

          

          

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 余白には、斜線を引くこと。 
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別
記
第
１
８
号
様
式
（
第
十
二
条
の
五
関
係
）

 

別記第18号様式(第十二条の五関係) 

麻 薬 事 故 届 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 

  

麻 薬 業 務 所 

所 在 地 

  

名 称 

  

事 故 が 生 じ た 麻 薬 

品 名 数 量 

    

事 故 発 生 の 状 況 

事 故 発 生 年 月 日 

場 所 、 事 故 の 種 類 

  

  上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。 

      年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)            

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事)    殿 

 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
１
９
号
様
式
（
第
十
二
条
の
六
関
係
）

 

別記第19号様式(第十二条の六関係) 

調 剤 済 麻 薬 廃 棄 届 

免 許 証 の 番 号 第      号 
免 許

年 月 日

 
年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

氏 名 
  

麻薬業務所 

所 在 地 
  

名 称 
  

廃 棄 し た 麻 薬 

品 名 数 量 廃棄年月日 患者の氏名 

        

廃 棄 の 方 法 
  

廃 棄 の 理 由 
  

  上記のとおり、麻薬を廃棄したので届け出ます。 

       年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)          

  都道府県知事    殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
２
０
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

別記第20号様式(第十四条関係) 

収 入

印 紙 

大臣免許

に限る。 

  

 

向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神

薬製造製剤業、向精神薬

使用業、向精神薬卸売業、

向精神薬小売業 

者免許申請書 

 

向 精 神 薬 営 業 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

役
員
を
含
む
。)

の
欠
格
条
項 

申
請
者(

法
人
に
あ
つ
て
は
業
務
を
行
う 

(1) 法第51条第2項の規定

により免許を取り消さ

れたこと。 

  

(2) 禁錮以上の刑に処せら

れたこと。 

  

(3) 薬事に関する法令又は

これに基づく処分に違

反したこと。 

  

備 考 
  

  上記のとおり、免許を受けたいので申請します。 

      年  月  日 

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)           

  地方厚生(支)局長(都道府県知事)    殿 

 (注意) 

  1．用紙の大きさは、A4とすること。 

  2．収入印紙は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者及び向

精神薬使用業者に係る申請書の正本にのみはり、消印をしないこと。 

  3．欠格条項の(1)欄から(3)欄までには、当該事実がないときには「なし」と記載し、

当該事実があるときは、(1)欄にあつてはその理由及び年月日を、(2)欄にあつては、

その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた場合はその年月日を、(3)欄にあつては、その違反の事実及び年月日を記載す

ること。 

別
記
第
２
０
号
の
２
様
式
（
第
十
四
条
の
四
関
係
）

別記第20号の2様式(第十四条の四関係) 

向精神薬輸入業 
向精神薬輸出業、向精神薬製造製剤業、向精神薬使

用業、向精神薬卸売業、向精神薬小売業 
者役員変更届 

 

免許の番号 第  号 免許年月日  年  月  日 

向 精 神 薬 業 務 所 
所在地   

名 称   

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 前   

変 更 後   

う

役

員

の

欠

格

条

項 

変

更

後

の

業

務

を

行 

(1) 

法第 51条第 2項の規定

により免許を取り消され

たこと。 

  

(2) 
禁固以上の刑に処せられ

たこと。 

  

(3) 

薬事に関する法令又はこ

れに基づく処分に違反し

たこと。 

  

備 考   

 上記のとおり、業務を行う役員に変更を生じたので届け出ます。 

     年  月  日 

              住 所 
法人又は団体の主た

る事務所の所在地 

  

              氏 名 (法人又は団体の名称) 

 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

(注意) 

 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

 2 変更前と変更後の欄には、業務を行う役員全員を記載すること。 

 3 欠格条項の(1)欄から(3)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、当該

事実があるときは、(1)欄にあつてはその理由及び年月日を、(2)欄にあつてはその罪、

刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた場合は

その年月日を、(3)欄にあつてはその事実及び年月日を記載すること。 
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別
記
第
２
１
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）

 

別記第21号様式(第十六条関係) 

 第    号 

向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神薬製造製剤業、

向精神薬使用業、向精神薬卸売業、向精

神薬小売業 

者免許証 

所在地                  

 向精神薬営業所 

名 称                  

  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称) 

  麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定により免許を受けた向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神薬製造製剤

業、向精神薬使用業、向精神薬卸売業、

向精神薬小売業 

者であることを証明する。 

    年   月   日 

地方厚生(支)局長(都道府県知事)    印 

           年  月  日  から 

    有効期間 

           年  月  日  まで 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
２
２
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）

 

別記第22号様式(第十七条関係) 

向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神薬製造

製剤業、向精神薬使用業、向精

神薬卸売業、向精神薬小売業 

者業務廃止届 

 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

向 精 神 薬

営 業 所 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

業務廃止の事由及びその

年 月 日 

  

  上記のとおり、業務を廃止したので、免許証を添えて届け出ます。 

       年  月  日 

  住 所 
法人にあっては、主

たる事務所の所在地 

  

届 出 義 務 者 続 柄       

氏 名(法人にあっては、名称)       

  地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
２
３
号
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）

 

別記第23号様式(第十八条関係) 

向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神薬

製造製剤業、向精神薬使用

業、向精神薬卸売業、向精

神薬小売業 

者免許証返納届 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

向 精 神 薬

営 業 所 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

免 許 証 返 納 の 事 由 及

び そ の 年 月 日 

  

  上記のとおり、免許証を返納したいので届け出ます。 

     年  月  日 

  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 
  

氏 名 (法人にあつては、名称) 

 

  地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
２
４
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）

 

別記第24号様式(第十九条関係) 

向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神薬製造

製剤業、向精神薬使用業、向精

神薬卸売業、向精神薬小売業 

者免許証記載事項変更届 

免 許 証 の 番 号 第  号 
免 許

年 月 日 
年 月 日 

変 更 す べ き 事 項 
  

変

更

前 

向 精 神 薬

営 業 所

 所 在 地 
  

名 称 
  

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 法人にあつては、名

称 

  

変

更

後 

向 精 神 薬

営 業 所

 所 在 地 
  

名 称 
  

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 法人にあつては、名

称 

  

変 更 の 事 由 及 び そ の 年 月 日 

  

 上記のとおり、免許証の記載事項に変更を生じたので免許証を添えて届け出ます。 

      年  月  日 

  住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称) 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 変更前の欄及び変更後の欄には、該当する事項についてのみ記載すること。 
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別
記
第
２
５
号
様
式
（
第
二
十
条
関
係
）

 

別記第25号様式(第二十条関係) 

収 入

印 紙 

大臣免許

に限る。 

  

 

向精神薬輸入業 

向精神薬輸出業、向精神薬製造製

剤業、向精神薬使用業、向精神薬

卸売業、向精神薬小売業 

者免許証再交付申請書 

 

免 許 証 の 番 号 第   号 免許年月日 年  月  日 

向 精 神 薬

営 業 所

 所 在 地 
  

名 称 
  

氏 名 
  

再 交 付 の 事 由 及 び

そ の 年 月 日 

  

 上記のとおり、免許証の再交付を申請します。 

    年  月  日 

  
住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 (法人にあつては、名称)   

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 収入印紙は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者及び向

精神薬使用業者に係る申請書の正本にのみにはり、消印をしないこと。 

別
記
第
２
６
号
様
式
（
第
二
十
一
条
関
係
）

別記第26号様式(第二十一条関係) 

収 入

印 紙 

大臣登録

に限る。 

向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 

 

向精神薬試験研究施設 

所 在 地 

  

名 称 

  

欠

格

条

項 

申

請

者

の 

法第51条第3項の規定により

登録を取り消されたこと。 

  

学 術 研 究 又 は 試 験 検 査 の 概 要 

  

備 考 

  

 上記のとおり、登録を受けたいので申請します。 

    年  月  日 

  
住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)  

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 収入印紙は、国の設置する向精神薬試験研究施設に係る申請書の正本にのみ貼り、

消印をしないこと。 

  3 欠格条項の欄には、当該事実がないときは「なし」と記載し、当該事実があるとき

は、その理由及び年月日を記載すること。 

  4 国又は地方公共団体が設置者の場合は、氏名の欄には当該向精神薬試験研究施設の

長の氏名を記載すること。 
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別
記
第
２
７
号
様
式
（
第
二
十
二
条
関
係
）

 

別記第27号様式(第二十二条関係) 

 第    号 

向精神薬試験研究施設設置者登録証 

所在地                   

 向精神薬試験 

 研 究 施 設 

名 称                   

  
住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地  

  

氏 名 (法人にあつては、名称) 

  麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定により登録を受けた向精神薬試験

研究施設設置者であることを証明する。 

   年  月  日 

地方厚生(支)局長(都道府県知事) 印 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
２
８
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
）

別記第28号様式(第二十三条関係) 

向精神薬試験研究施設設置者試験研究廃止届 

登 録 証 の 番 号 第   号 登録年月日 年  月  日 

向 精 神 薬

試 験 研 究

施 設 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 
  

試 験 研 究 廃 止 の 事 由

及 び そ の 年 月 日 

  

 上記のとおり、試験研究を廃止したので登録証を添えて届け出ます。 

    年  月  日 

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

届出義務者続柄        

氏 名(法人にあつては、名称)  

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 国又は地方公共団体が設置者の場合は、氏名の欄には当該向精神薬試験研究施設の

長の氏名を記載すること。 
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別
記
第
２
９
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
）

別記第29号様式(第二十四条関係) 

向精神薬試験研究施設設置者登録証返納届 

登 録 証 の 番 号 第    号 登 録 年 月 日 年  月  日 

向 精 神 薬

試 験 研 究

施 設 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

登 録 証 返 納 の 事 由

及 び そ の 年 月 日 

  

 上記のとおり、登録証を返納したいので届け出ます。 

    年  月  日 

  
住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)  

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 国又は地方公共団体が設置者の場合は、氏名の欄には当該向精神薬試験研究施設の

長の氏名を記載すること。 

別
記
第
３
０
号
様
式
（
第
二
十
五
条
関
係
）

別記第30号様式(第二十五条関係) 

向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届 

登 録 証 の 番 号 第   号 
登 録

年 月 日

 
年 月 日 

変 更 す べ き 事 項 

  

変

更

前 

向 精 神 薬 試 験

研 究 施 設 

所 在 地 
  

名 称 
  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称 

  

変

更

後 

向 精 神 薬 試 験

研 究 施 設 

所 在 地 
  

名 称 
  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 
法人にあつては、名

称 

  

変 更 の 事 由 及 び そ の 年 月 日 
  

 上記のとおり、登録証の記載事項に変更を生じたので登録証を添えて届け出ます。 

      年  月  日 

  
住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)  

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 変更前の欄及び変更後の欄には、該当する事項についてのみ記載すること。 

  3 国又は地方公共団体が設置者の場合は、氏名の欄には当該向精神薬試験研究施設の

長の氏名を記載すること。 

31



別
記
第
３
１
号
様
式
（
第
二
十
六
条
関
係
）

別記第31号様式(第二十六条関係) 

収 入

印 紙 

大臣登録

に限る。 

向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書 

 

登 録 証 の 番 号 第    号 登録年月日 年  月  日 

向 精 神 薬

試 験 研 究

施 設 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

再交付の事由及びその年月日 

  

 上記のとおり、登録証の再交付を申請します。 

     年  月  日 

  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)  

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 収入印紙は、国の設置する向精神薬試験研究施設に係る申請書の正本にのみ貼り、

消印をしないこと。 

  3 国又は地方公共団体が設置者の場合は、氏名の欄には当該向精神薬試験研究施設の

長の氏名を記載すること。 

別
記
第
３
２
号
様
式
（
第
二
十
九
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
関
係
）

別記第32号様式(第二十九条、第三十二条及び第三十三条関係) 

向精神薬輸入(輸出)許可申請書 

免 許 ( 登 録 ) 証 の

番 号 
第    号 

免 許 ( 登 録 )

年 月 日 
年 月 日 

免 許 ( 登 録 ) の 種 類 
  

輸 入 ( 輸 出 ) し よ う

と す る 向 精 神 薬

 品 名 数 量 

    

輸 出 ( 輸

入)者 

住所(法人にあ

つては、主たる

事務所の所在

地) 

  

氏名(法人にあ

つては、名称) 

  

輸 入 ( 輸 出 ) の 期 間 
  

輸 送 の 方 法 
  

輸 入 ( 輸 出 ) 港 名 
  

輸 出 に 係 る 仕 向 地 
  

備 考 
  

 上記のとおり、向精神薬を輸入(輸出)したいので申請します。 

    年  月  日 

  向精神薬営業所又は

向精神薬試験研究施設 

所在地 

名 称 

  

  
住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称)  

 地方厚生(支)局長 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 国又は地方公共団体が向精神薬試験研究施設設置者の場合は、当該向精神薬試験研

究施設の長の氏名を記載すること。 

  3 特定地域へ特定向精神薬を輸出する場合は、備考欄にその旨を記載すること。 
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別
記
第
３
３
号
様
式
（
１
）
（
第
三
十
四
条
関
係
）

 

別記第33号様式(1)(第三十四条関係) 

向 精 神 薬 輸 出 届 出 書 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 の 種 類   

輸 出 し よ う と す る

向 精 神 薬 

品 名 数 量 剤 型 

      

輸 入 者 

住 所 法人にあっては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 法人にあっては、名

称 

  

輸 出 の 期 間 
  

輸 送 の 方 法 
  

輸 出 港 名 
  

 上記のとおり、向精神薬を輸出したいので届け出ます。 

     年  月  日 

向精神薬営業所 
所 在 地 

名 称 

  

住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏 名(法人にあっては、名称)            

 地方厚生(支)局長     殿 

 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
３
３
号
様
式
（
２
）
（
第
三
十
四
条
関
係
）

別記第33号様式(2)(第三十四条関係) 

  日 本                Export Declaration No.         

  JAPAN                Date of Issue:             

輸 出 届 出 書 

EXPORT DECLARATION 

 In regardto the export of psychotropic substances Listed in Schedule Ⅲ of 

the 1971 Convention on Psychotropic Substances and／or preparations containing 

such psychotropic substances, 

Name and Address of Exporter 

Name and Address of Importer 

In the case of the Substance 

 International Non‐proprietary Name(INN) and Quantity 

In the case of Preparation containing the Substance 

a．Pharmaceutical Form 

b．INN and Contents of the Substance contained therein 

c．The Quantity of such Preparation 

d．The total Quantity of such Substance(b×c) 

Port of Exportation 

Date of Exportation 

 The undersigned hereby declares that above information, submitted on behalf 

of the exporter, is, to the best of his knowledge, complete and correct. 

担当者名              

(Name of person in charge of Exporter) 

 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
３
４
号
様
式
（
第
三
十
九
条
関
係
）

 

別記第34号様式(第三十九条関係) 

向精神薬取扱責任者設置(変更)届 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

向 精 神 薬

営 業 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

向精神薬取

扱 責 任 者 

住 所 
  

氏 名 
  

向 精 神 薬 取 扱

責 任 者 の 資 格 

薬剤師免許証の免許番号 第        号 

その他 
  

設置(変更)した年月日 年  月  日 備 考 

  

上記により、向精神薬取扱責任者を設置(変更)したので届け出ます。 

     年  月  日 

          住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

          氏 名(法人にあっては、名称) 

 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1．用紙の大きさは、A4とすること。 

  2．向精神薬取扱責任者の資格の欄には、薬剤師である場合は薬剤師の免許の登録番号

を記載し、薬剤師以外の者である場合は、麻薬及び向精神薬取締法施行令第六条各

号に掲げる者のいずれに該当するかを記載し、履歴書を添付すること。 

  3．変更届の場合は、備考欄に変更前の向精神薬取扱責任者の氏名を記載すること。 

別
記
第
３
５
号
様
式
（
第
四
十
一
条
関
係
）

 

別記第35号様式(第四十一条関係) 

向 精 神 薬 事 故 届 

免許 (登録 )証の番号 第    号 免許(登録)年月日 年  月  日 

免 許 ( 登 録 ) の 種 類 

  

向精神薬営業

所、向精神薬試

験研究施設又

は 病 院 等 

所在地 

  

名 称 

  

事故が生じた向精神薬 

品 名 数 量 

    

事 故 発 生 の 状 況 

事故発生年月日 

場所、事故の種類 

  

 上記のとおり事故が発生したので届け出ます。 

    年  月  日 

住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)        

氏 名(法人にあっては、名称)                

 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 

 (注意) 用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
３
６
号
様
式
（
第
四
十
五
条
関
係
）

 

別記第36号様式(第四十五条関係) 

薬局開設者等の別段の申出書 

許 可 証 の 番 号 第    号 許可年月日 年  月  日 

許 可 の 種 類 

  

薬局又は営業所 

所 在 地 

  

名 称 

  

  向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(向精神薬卸売業者)の免許を受けた者と

みなされることについて別段の申出を届け出ます。 

      年  月  日 

  

住 所 法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称) 

  都道府県知事    殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 許可証の番号、年月日及び許可の種類は、医薬品医療機器等法の薬局開設の許可又

は医薬品の卸売販売業の許可について記載すること。 

別
記
第
３
７
号
様
式
（
第
四
十
五
条
の
二
関
係
）

 

別記第37号様式(第四十五条の二関係) 

麻薬等原料輸入業 

麻薬等原料輸出業、

特定麻薬等原料製造業、

特定麻薬等原料卸小売業 

者業務(変更)届 

麻薬等原料営業所 

所 在 地 

  

名 称 

  

取り扱う麻薬向精神薬原料の品名 

  

備 考 

  

 上記のとおり、業務(変更)を届け出ます。 

      年  月  日 

  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名(法人にあつては、名称) 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  1 用紙の大きさは、A4とすること。 

  2 変更届の場合は、備考欄に業務を届け出た年月日、業務変更の事由及びその年月日

を記載すること。 
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別
記
第
３
８
号
様
式
（
第
四
十
五
条
の
三
関
係
）

 

別記第38号様式(第四十五条の三関係) 

麻薬等原料輸入業 

麻薬等原料輸出業、

特定麻薬等原料製造業、

特定麻薬等原料卸小売業 

者業務廃止届 

業 務 届 出 年 月 日   

麻薬等原料営業所 

所 在 地 

  

名 称 

  

氏 名 

  

業務廃止の事由及びその年月日 

  

 上記のとおり、業務廃止を届け出ます。 

      年  月  日 

  
住 所 

法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

届出義務者続柄 

氏 名 (法人にあつては、名称) 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
３
９
号
様
式
（
第
四
十
五
条
の
四
関
係
）

 

別記第39号様式(第四十五条の四関係) 

麻薬向精神薬原料輸入(輸出)届 

業 務 届 出 年 月 日 
  

営 業 者 の 種 類 
  

輸入(輸出)しようとする麻薬向

精神薬原料 

品 名 数 量 

    

輸 入 ( 輸 出 ) の 期 間 
  

輸出(輸入)者 

住所(法人にあ

つては、主たる

事務所の所在

地) 

  

氏名(法人にあ

つては、名称) 

  

輸 送 の 方 法 
  

輸 入 ( 輸 出 ) 港 名 
  

輸 出 に 係 る 仕 向 地 
  

 上記のとおり、麻薬向精神薬原料を輸入(輸出)したいので届け出ます。 

      年  月  日 

所在地           

麻薬等原料営業所              

名 称           

  
住 所 

法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 (法人にあつては、名称) 

 地方厚生(支)局長 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
４
０
号
様
式
（
第
四
十
五
条
の
六
関
係
）

 

別記第40号様式(第四十五条の六関係) 

麻薬向精神薬原料事故届 

業 務 届 出 年 月 日 

  

営 業 者 の 種 類 

  

麻薬等原料営業所 

所 在 地 

  

名 称 

  

事故が生じた麻薬向精神薬原

料 

品 名 数 量 

    

事 故 発 生 の 状 況 

事故発生年月日 

場所、事故の種類 

  

 上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。 

      年  月  日 

  

住 所 
法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 (法人にあつては、名称) 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
４
１
号
様
式
（
第
四
十
五
条
の
七
関
係
）

 

別記第41号様式(第四十五条の七関係) 

麻薬向精神薬原料の疑わしい取引届 

業 務 届 出 年 月 日 
  

営 業 者 の 種 類 
  

麻薬等原料営業所 

所 在 地 
  

名 称 
  

注文のあつた麻薬向精神薬原

料 

品 名 数 量 

    

注文者の氏名又は住所等注文

者を特定する事項 

  

注 文 の あ つ た 年 月 日 

  

麻薬又は向精神薬の不正な製

造に関連する疑いがあると認

められる理由 

  

 上記のとおり、疑わしい取引を届け出ます。 

     年  月  日 

  
住 所 

法人にあつては、主

たる事務所の所在地 

  

氏 名 (法人にあつては、名称) 

 地方厚生(支)局長(都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 
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別
記
第
４
２
号
様
式
（
第
四
十
六
条
関
係
）

別記第42号様式(第四十六条関係) 

  
番 号 

    
番 号 

  

収 去 証(控) 

 1 麻薬業務所等の所在地 

 2 免許・登録証の番号 

 3 免許・登録等の種類 

 4 氏 名 

収 去 証 

 1 麻薬業務所等の所在地 

 2 免許・登録証の番号 

 3 免許・登録等の種類 

 4 氏 名 

  法人にあつ

ては、名称 

  
印 

法人にあつて

は、名称 

  

 5 収去場所 

 6 品名・数量 

      年  月  日 

収去者 官職 氏 名        

 備 考 

 5 収去場所 

 6 品名・数量 

  麻薬及び向精神薬取締法第50条の38第1項の規定により試験のた

め上記のとおり収去する。 

      年  月  日 

所属庁                

収去者 官職 氏 名      印 

 (注意) 

  用紙の大きさは、A4とすること。 

別
記
第
４
３
号
様
式
（
１
）
（
第
四
十
七
条
関
係
）

別記第43号様式(1)(第四十七条関係) 

表 面 

  12cm   
  

    

  
 第   号 

  官 職 

  氏 名 

年  月  日生 

  麻薬及び向精神薬取締法第50条の38の規定による当該職

員の証 

年  月  日発行  

  

写 真 ち よ う 付 面 

  

8㎝ 

  

有効期間 
年  月   日から 

年  月   日まで 

厚生労働省(都道府県)    印 
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裏 面 

 この証票を携帯する者は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の38

の規定により立入検査又は収去を行う職権を有するものである。 

  麻薬及び向精神薬取締法抜粋 

第50条の38 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬

の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取

扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若し

くは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、

病院等、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関

係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に

質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻

薬、家庭麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去さ

せることができる。 

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、

輸出、製造、小分け、譲渡し、又は譲受けの実態を調査するため

必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対 

  して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その

他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係あ

る場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることがで

きる。 

 3 前2項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求が

あるときは、これを提示しなければならない。 

 4 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

 

別
記
第
４
３
号
様
式
（
２
）
（
第
四
十
七
条
関
係
）

別記第43号様式(2)(第四十七条関係) 

表 面 

  12cm   
  

    

  
 第   号 

  官 職 

  氏 名 

年  月  日生 

  麻薬及び向精神薬取締法第58条の6の規定による精神保健

指定医の証 

年  月  日発行 

都道府県        印 

  

写 真 ち よ う 付 面 

  

8cm 
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裏 面 

 この証票を携帯する者は、麻薬及び向精神薬取締法第58条の6の

規定により麻薬中毒者又はその疑いのある者を診察するため、当該

受診者の居住する場所へ立ち入る職権を有するものである。 

  麻薬及び向精神薬取締法抜粋 

第58条の6 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者に

ついて必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医

をして、その者を診察させることができる。 

2 前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法及

び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の

8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、

同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中

毒者につき、同条第6項の規定による入院期間の決定が行われる

までの入院期間として、30日を超えない範囲内で期間を定めなけ

ればならない。 

3 精神保健指定医は、第1項の規定により診察を行うため必要があ

るときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に 

  出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどま

ることを求めることができる。 

 4 都道府県知事は、第1項の規定により診察をさせる場合には、当

該職員を立ち会わせなければならない。 

 5 精神保健指定医及び当該職員は、第1項及び前項の職務を行うた

め必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入るこ

とができる。 

 6 第50条の38第3項及び第4項の規定は、前項の立入りについて準

用する。 

 7 精神保健指定医は、第1項の規定による診察を行う場合には、受

診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第

2項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければなら

ない。 

 8 (省略) 

 9 (省略) 

 

別
記
第
４
３
号
様
式
（
３
）
（
第
四
十
七
条
関
係
）

別記第43号様式(3)(第四十七条関係) 

表 面 

  12cm   
  

    

  
 第   号 

  官 職 

  氏 名 

年  月  日生 

  麻薬及び向精神薬取締法第58条の6の規定による当該職員

の証 

年  月  日発行 

都道府県        印 

  

写 真 ち よ う 付 面 

  

8cm 
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裏 面 

 この証票を携帯する者は、麻薬及び向精神薬取締法第58条の6の

規定により麻薬中毒者又はその疑いのある者の診察に立ち会うた

め、当該受診者の居住する場所へ立ち入る職権を有するものであ

る。 

  麻薬及び向精神薬取締法抜粋 

第58条の6 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者に

ついて必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医

をして、その者を診察させることができる。 

2 前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法及

び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の

8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、

同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中

毒者につき、同条第6項の規定による入院期間の決定が行われる

までの入院期間として、30日を超えない範囲内で期間を定めなけ

ればならない。 

3 精神保健指定医は、第1項の規定により診察を行うため必要があ

るときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭

を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまるこ

とを求めることができる。 

 4 都道府県知事は、第1項の規定により診察をさせる場合には、当

該職員を立ち会わせなければならない。 

 5 精神保健指定医及び当該職員は、第1項及び前項の職務を行うた

め必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入るこ

とができる。 

 6 第50条の38第3項及び第4項の規定は、前項の立入りについて準

用する。 

 7 精神保健指定医は、第1項の規定による診察を行う場合には、受

診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第

2項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければなら

ない。 

 8 (省略) 

 9 (省略) 

 

別
表
第
一
（
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）

第一種向精神薬

五―

ア
リ
ル―

五―

（
一―

メ
チ
ル
ブ
チ
ル
）
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
セ
コ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
ｇ

　

三―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

メ
チ
ル―

四
（
三
Ｈ
）―

キ
ナ
ゾ
リ
ノ
ン
（
別
名
メ
ク
ロ

カ
ロ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
ｇ

　

三
・
七―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一
・
三―

ジ
メ
チ
ル―

七―

〔
二―

〔
（α

―

メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
）
ア
ミ

ノ
〕
エ
チ
ル
〕―

一
Ｈ―

プ
リ
ン―

二
・
六―

ジ
オ
ン
（
別
名
フ
ェ
ネ
チ
リ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び

こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
ｇ

　

二―

［
（
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
）
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
］
ア
セ
タ
ミ
ド
（
別
名
モ
ダ
フ
ィ
ニ
ル
）
、
そ
の
塩

類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
ｇ

　

二―

フ
ェ
ニ
ル―

二―

（
二―

ピ
ペ
リ
ジ
ル
）
酢
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
（
別
名
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
デ
ー

ト
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
一
六

ｇ

　

三―

メ
チ
ル―

二―

フ
ェ
ニ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
（
別
名
フ
ェ
ン
メ
ト
ラ
ジ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
二
五

ｇ

　

α
―

（α
―

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）―

四―

（β
―

メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
）―

一―

ピ
ペ
ラ
ジ
ン

エ
タ
ノ
ー
ル
（
別
名
ジ
ペ
プ
ロ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
ｇ

第二種向精神薬

五―

ア
リ
ル―

五―

（
二―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
ブ
タ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
・
五
ｇ

二―

エ
チ
ル―

二―

フ
ェ
ニ
ル
グ
ル
タ
ル
イ
ミ
ド
（
別
名
グ
ル
テ
チ
ミ
ド
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ

ら
を
含
有
す
る
物

十
五
ｇ

五―

エ
チ
ル―

五―
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ブ
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バ
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ツ
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酸
（
別
名
ア
モ
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ビ
タ
ー
ル
）
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そ
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塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
ｇ

五―

エ
チ
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五―
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メ
チ
ル
ブ
チ
ル
）
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
ペ
ン
ト
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
・
五
ｇ

二
十
一―

シ
ク
ロ
プ
ロ
ピ
ル―

七―
α

―

〔
（
Ｓ
）―

一―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一
・
二
・
二―

ト
リ
メ

チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
〕―

六
・
十
四―

エ
ン
ド―

エ
タ
ノ―

六
・
七
・
八
・
十
四―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
オ
リ

パ
ビ
ン
（
別
名
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

八
十
ｍ
ｇ

五―

（
一―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン―

一―

イ
ル
）―

五―

エ
チ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
シ
ク
ロ
バ

ル
ビ
タ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
・
七
五

ｇ

ト
レ
オ―

二―

ア
ミ
ノ―

一―

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ー
ル
（
右
旋
性
の
も
の
に
限
る
。
）

（
別
名
カ
チ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
五
ｇ

五―
（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ
ル―

七―

ニ
ト
ロ―

二
Ｈ

―
一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
フ
ル
ニ
ト
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
十
ｍ
ｇ

一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
六―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

六
・
十
一―

ジ
メ
チ
ル―

三―

（
三―

メ
チ
ル―

二―

ブ
テ
ニ
ル
）―

二
・
六―

メ
タ
ノ―

三―

ベ
ン
ザ
ゾ
シ
ン―

八―

オ
ー
ル
（
別
名
ペ
ン
タ
ゾ
シ

ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

十
八
ｇ

第三種向

二―

ア
ミ
ノ―

五―
フ
ェ
ニ
ル―

二―

オ
キ
サ
ゾ
リ
ン
（
別
名
ア
ミ
ノ
レ
ク
ス
）
、
そ
の
塩
類
及
び

こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
ｍ
ｇ
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精神薬　

二―

イ
ミ
ノ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

四―

オ
キ
サ
ゾ
リ
ジ
ノ
ン
（
別
名
ペ
モ
リ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び

こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
ｇ

　

一―
エ
チ
ニ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
エ
チ
ナ
メ
ー
ト
）
、
そ
の

塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
十
ｇ

　

五―

エ
チ
ル―
五―

フ
ェ
ニ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及

び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
ｇ

　

Ｎ―

エ
チ
ル―

三―
フ
ェ
ニ
ル
ビ
シ
ク
ロ
〔
二
・
二
・
一
〕
ヘ
プ
タ
ン―

二―

ア
ミ
ン
（
別
名
フ
ェ

ン
カ
ン
フ
ァ
ミ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
八
ｇ

　

五―

エ
チ
ル―

一―

メ
チ
ル―
五―

フ
ェ
ニ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ

ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

十
二
ｇ

　

Ｎ―

エ
チ
ル―

α
―

メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
エ
チ
ラ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及

び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
八
ｇ

　

五―

エ
チ
ル―

五―

（
一―

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
セ
ク
ブ
タ
バ
ル
ビ
タ
ー

ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
・
六
ｇ

　

一―

ク
ロ
ロ―

三―

エ
チ
ル―

一―

ペ
ン
テ
ン―
四―

イ
ン―

三―

オ
ー
ル
（
別
名
エ
ス
ク
ロ
ル
ビ

ノ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
十
二
・

五
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

二

Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ロ
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら

を
含
有
す
る
物

九
十
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一

―

メ
チ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ロ
ル
メ
タ
ゼ
パ
ム
）
、
そ

の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
十
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン

ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
デ
ロ
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

百
八
十
ｍ

ｇ

　

十―

ク
ロ
ロ―

十
一
ｂ―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二
・
三
・
七
・
十
一
ｂ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

オ
キ
サ
ゾ
ロ―

〔
三
・
二―

ｄ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

六
（
五
Ｈ
）―

オ
ン
（
別
名

ク
ロ
キ
サ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
六
十

ｍ
ｇ

　

八―

ク
ロ
ロ―

六―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

メ
チ
ル―

四
Ｈ―

ｓ―

ト
リ
ア
ゾ
ロ

〔
四
・
三―

ａ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
ト
リ
ア
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ

ら
を
含
有
す
る
物

十
五
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一―

〔
二―

（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
〕―

五―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ

ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
フ
ル
ラ

ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一―

（
シ
ク
ロ
プ
ロ
ピ
ル
メ
チ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二

Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
プ
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら

を
含
有
す
る
物

六
百
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
一―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン―

一―

イ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ

ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
テ
ト
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及

び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

十
二
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二―

オ
キ
ソ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

一
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ

ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

三―

カ
ル
ボ
ン
酸
（
別
名
ク
ロ
ラ
ゼ
プ
酸
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

　

十
一―

ク
ロ
ロ―

八
・
十
二
ｂ―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二
・
八―

ジ
メ
チ
ル―

十
二
ｂ―

フ
ェ
ニ
ル―

四
Ｈ

―

〔
一
・
三
〕
オ
キ
サ
ジ
ノ―

〔
三
・
二―

ｄ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

四
・
七
（
六

Ｈ
）―

ジ
オ
ン
（
別
名
ケ
タ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
八
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ

ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
オ
キ
サ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
七
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一―

メ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ

―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
テ
マ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三―

ヒ
ド
ロ
キ
シ―

一―

メ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ

―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
ジ
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
（
別
名
カ
マ
ゼ

パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
八
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

一―

（
二―

プ
ロ
ピ
ニ
ル
）―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ピ
ナ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含

有
す
る
物

六
百
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ノ
ル
ダ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
百
五
十

ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

一
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ

ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
メ
ダ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ

ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ジ
ア
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
二
ｇ

　

十―

ク
ロ
ロ―

二
・
三
・
七
・
十
一
ｂ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

二―

メ
チ
ル―

十
一
ｂ―

フ
ェ
ニ
ル
オ

キ
サ
ゾ
ロ
〔
三
・
二―

ｄ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

六
（
五
Ｈ
）―

オ
ン
（
別
名
オ
キ

サ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
八
ｇ

七―

ク
ロ
ロ―

一―

（
二
・
二
・
二―

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

五―

フ

ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ハ
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類

及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
・
八
ｇ

（
Ｒ
Ｓ
）―

六―

（
五―

ク
ロ
ロ
ピ
リ
ジ
ン―

二―

イ
ル
）―

七―

オ
キ
ソ―

六
・
七―

ジ
ヒ
ド
ロ

―

五
Ｈ―

ピ
ロ
ロ
［
三
・
四―

ｂ
］
ピ
ラ
ジ
ン―

五―

イ
ル＝

四―

メ
チ
ル
ピ
ペ
ラ
ジ
ン―

一―

カ

ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ゾ
ピ
ク
ロ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
ｍ
ｇ

五―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

七―

エ
チ
ル―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ
ル―

二
Ｈ―

チ
エ
ノ―

〔
二
・
三―

ｅ
〕―

一
・
四―

ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ク
ロ
チ
ア
ゼ
パ
ム
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

四―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二―

エ
チ
ル―

九―

メ
チ
ル―

六
Ｈ―

チ
エ
ノ
［
三
・
二―

ｆ
］
［
一
・
二
・
四
］
ト
リ
ア
ゾ
ロ
［
四
・
三―

ａ
］
［
一
・
四
］
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
エ
チ
ゾ
ラ

ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
十
ｍ
ｇ

　

五―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二
・
五―

ジ
ヒ
ド
ロ―

三
Ｈ―

イ
ミ
ダ
ゾ
〔
二
・
一―

ａ
〕
イ

ソ
イ
ン
ド
ー
ル―

五―

オ
ー
ル
（
別
名
マ
ジ
ン
ド
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
十
ｍ
ｇ

　

五―
（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

七―

ニ
ト
ロ―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン

ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ク
ロ
ナ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

百
八
十
ｍ

ｇ

　

六―

（
二―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二
・
四―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二―

〔
（
四―

メ
チ
ル―

一―

ピ
ペ
ラ

ジ
ニ
ル
）
メ
チ
レ
ン
〕―

八―

ニ
ト
ロ―

一
Ｈ―

イ
ミ
ダ
ゾ
〔
一
・
二―

ａ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ

ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

一―
オ
ン
（
別
名
ロ
プ
ラ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
十
ｍ
ｇ

　

八―

ク
ロ
ロ―

六―
フ
ェ
ニ
ル―

四
Ｈ―

ｓ―

ト
リ
ア
ゾ
ロ
〔
四
・
三―

ａ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ

ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
エ
ス
タ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

百
二
十
ｍ

ｇ
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七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二―

オ
キ
ソ―

一
Ｈ

―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

三―

カ
ル
ボ
ン
酸
エ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
（
別
名
ロ
フ
ラ
ゼ
プ
酸
エ

チ
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
十
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

（
二
・
二
・
二

―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
ル
）―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

チ
オ
ン
（
別
名
ク
ア

ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

五―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ
ル―

二
Ｈ

―

一
・
四―
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
フ
ル
ジ
ア
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ

ら
を
含
有
す
る
物

二
十
二
・

五
ｍ
ｇ

　

八―

ク
ロ
ロ―

六―
（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

メ
チ
ル―

四
Ｈ―

イ
ミ
ダ
ゾ
〔
一
・
五

―

ａ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
ミ
ダ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す

る
物

四
百
五
十

ｍ
ｇ

　

Ｎ―

（
三―

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
ル
）―

α
―

メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
メ
フ
ェ
ノ
レ
ク
ス
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
四
一

ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

二―

メ
チ
ル
ア
ミ
ノ―
五―

フ
ェ
ニ
ル―

三
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

四―

オ
キ
シ
ド
（
別
名
ク
ロ
ル
ジ
ア
ゼ
ポ
キ
シ
ド
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
八
ｇ

　

八―

ク
ロ
ロ―

一―

メ
チ
ル―

六―

フ
ェ
ニ
ル―
四
Ｈ―

ｓ―

ト
リ
ア
ゾ
ロ
〔
四
・
三―

ａ
〕
〔
一
・

四
〕―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
ア
ル
プ
ラ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

七
十
二
ｍ

ｇ

　

七―

ク
ロ
ロ―

一―

メ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

一
Ｈ―
一
・
五―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二
・
四

（
三
Ｈ
・
五
Ｈ
）―

ジ
オ
ン
（
別
名
ク
ロ
バ
ザ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
四
ｇ

　

五
・
五―

ジ
ア
リ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
ア
ロ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

三
ｇ

　

二―

（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
プ
ロ
ピ
オ
フ
ェ
ノ
ン
（
別
名
ア
ン
フ
ェ
プ
ラ
モ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び

こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
二
五

ｇ

　

五
・
五―

ジ
エ
チ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有

す
る
物

十
八
ｇ

　

三
・
三―

ジ
エ
チ
ル―

五―

メ
チ
ル―

二
・
四―

ピ
ペ
リ
ジ
ン
ジ
オ
ン
（
別
名
メ
チ
プ
リ
ロ
ン
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

十
二
ｇ

　

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

七―

ニ
ト
ロ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ニ
ト
ラ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
百
五
十

ｍ
ｇ

　

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―

メ
チ
ル―

七―

ニ
ト
ロ―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ

ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ニ
メ
タ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

百
五
十
ｍ

ｇ

　

一
・
一―

ジ
フ
ェ
ニ
ル―

一―

（
二―

ピ
ペ
リ
ジ
ル
）
メ
タ
ノ
ー
ル
（
別
名
ピ
プ
ラ
ド
ロ
ー
ル
）
、

そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

百
八
十
ｍ

ｇ

　

Ｎ
・α

―

ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
プ
ロ
ピ
ル
ヘ
キ
セ
ド
リ
ン
）
、
そ
の

塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
二
五

ｇ

　

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル―

α
―

フ
ェ
ニ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
左
旋
性
の
も
の
に
限
る
。
）
（
別
名
レ

フ
ェ
タ
ミ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
ｇ

　

三
・
四―

ジ
メ
チ
ル―

二―

フ
ェ
ニ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
（
右
旋
性
の
も
の
に
限
る
。
）
（
別
名
フ
ェ
ン

ジ
メ
ト
ラ
ジ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
・
一
五

ｇ

　

α

・α
―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
フ
ェ
ン
テ
ル
ミ
ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を

含
有
す
る
物

一
・
一
二

五
ｇ

　

Ｎ
・
Ｎ
・
六―

ト
リ
メ
チ
ル―

二―

パ
ラ―

ト
リ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
〔
一
・
二―

ａ
〕
ピ
リ
ジ
ン―

三―

ア
セ
タ
ミ
ド
（
別
名
ゾ
ル
ピ
デ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
ｍ
ｇ

　

一―

（
四―

ト
リ
ル
）―

二―

（
一―

ピ
ロ
リ
ジ
ニ
ル
）―

一―

ペ
ン
タ
ノ
ン
（
別
名
ピ
ロ
バ
レ
ロ

ン
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

二
・
四
ｇ

五―

ブ
チ
ル―

五―

エ
チ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
ブ
ト
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ

れ
ら
を
含
有
す
る
物

六
ｇ

七―

ブ
ロ
モ―

五―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン

ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
ｍ
ｇ

　

二―

ブ
ロ
モ―

四―

（
二―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

九―

メ
チ
ル―

六
Ｈ―

チ
エ
ノ
〔
三
・
二―

ｆ
〕―

ｓ―

ト
リ
ア
ゾ
ロ
〔
四
・
三―

ａ
〕
〔
一
・
四
〕
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
（
別
名
ブ
ロ
チ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ

の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

十
五
ｍ
ｇ

　

七―

ブ
ロ
モ―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

五―

（
二―

ピ
リ
ジ
ル
）―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア

ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ブ
ロ
マ
ゼ
パ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
百
五
十

ｍ
ｇ

　

十―

ブ
ロ
モ―

十
一
ｂ―

（
二―

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

二
・
三
・
七
・
十
一
ｂ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド

ロ
オ
キ
サ
ゾ
ロ
〔
三
・
二―

ｄ
〕
〔
一
・
四
〕
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

六
（
五
Ｈ
）―

オ
ン
（
別
名

ハ
ロ
キ
サ
ゾ
ラ
ム
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
ｍ
ｇ

　

Ｎ―

ベ
ン
ジ
ル―

Ｎ
・α

―

ジ
メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン
（
別
名
ベ
ン
ツ
フ
ェ
タ
ミ
ン
）
、
そ
の

塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

一
・
五
ｇ

　

三―

〔
（α

―

メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
〕
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
フ
ェ
ン
プ
ロ
ポ
レ
ク

ス
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

三
百
六
十

ｍ
ｇ

　

三―

（α
―

メ
チ
ル
フ
ェ
ネ
チ
ル
）―

Ｎ―

（
フ
ェ
ニ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）
シ
ド
ノ
ン
イ
ミ
ン
（
別

名
メ
ソ
カ
ル
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

九
百
ｍ
ｇ

　

五―

（
一―

メ
チ
ル
ブ
チ
ル
）―

五―

ビ
ニ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
ビ
ニ
ル
ビ
タ
ー
ル
）
、
そ

の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

四
・
五
ｇ

　

二―

メ
チ
ル―

二―

プ
ロ
ピ
ル―

一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ジ
オ
ー
ル
ジ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
（
別

名
メ
プ
ロ
バ
メ
ー
ト
）
、
そ
の
塩
類
及
び
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
物

十
八
ｇ

別
表
第
二
（
第
四
十
四
条
関
係
）

一
　
五
・
五―

ジ
エ
チ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別
名
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
。
以
下
「
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
と

し
て
二
・
五
％
以
下
を
含
有
す
る
物
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物

及
び
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
以
外
の
向
精
神
薬
を
含
有
す
る
物
を
除
く
。
）

二
　
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
と
し
て
二
十
％
以
下
を
含
有
し
、
か
つ
、
血
清
を
含
有
す
る
物
で
あ
つ
て
、
一
容
器
中
バ
ル

ビ
タ
ー
ル
と
し
て
百
ｍ
ｇ
以
下
を
含
有
す
る
も
の
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
物
及
び
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
以
外
の
向
精
神
薬
を
含
有
す
る
物
を
除
く
。
）

三
　
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
と
し
て
二
十
％
以
下
を
含
有
す
る
物
で
あ
つ
て
、
一
容
器
中
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
と
し
て
十
ｍ
ｇ

以
下
を
含
有
す
る
も
の
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
及
び
バ
ル
ビ

タ
ー
ル
以
外
の
向
精
神
薬
を
含
有
す
る
物
を
除
く
。
）

四
　
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
と
し
て
五
十
％
以
下
を
含
有
し
、
か
つ
、
血
清
を
含
有
す
る
物
で
あ
つ
て
、
一
容
器
中
バ
ル

ビ
タ
ー
ル
と
し
て
十
ｍ
ｇ
以
下
を
含
有
す
る
も
の
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
物
及
び
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
以
外
の
向
精
神
薬
を
含
有
す
る
物
を
除
く
。
）

五
　
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
及
び
ヨ
ウ
化
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
を
含
有
す
る
物
で
あ
つ
て
、
一
個
中
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
と
し
て

十
ｍ
ｇ
以
下
を
含
有
す
る
も
の
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
及
び

バ
ル
ビ
タ
ー
ル
以
外
の
向
精
神
薬
を
含
有
す
る
物
を
除
く
。
）

六
　
五―

（
二―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一
・
三―

ジ
ヒ
ド
ロ―

七―

ニ
ト
ロ―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア

ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名
ク
ロ
ナ
ゼ
パ
ム
。
以
下
「
ク
ロ
ナ
ゼ
パ
ム
」
と
い
う
。
）
、
七―

ク
ロ
ロ―

一
・
三

―

ジ
ヒ
ド
ロ―

一―
メ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル―

二
Ｈ―

一
・
四―

ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン―

二―

オ
ン
（
別
名

ジ
ア
ゼ
パ
ム
。
以
下
「
ジ
ア
ゼ
パ
ム
」
と
い
う
。
）
又
は
五―

エ
チ
ル―

五―

フ
ェ
ニ
ル
バ
ル
ビ
ツ
ー
ル
酸
（
別

名
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
。
以
下
「
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
と
し
て
〇
・
一
％
以
下
を
含
有
す
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る
物
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
及
び
ク
ロ
ナ
ゼ
パ
ム
、
ジ
ア
ゼ

パ
ム
、
フ
ェ
ノ
バ
ル
ビ
タ
ー
ル
以
外
の
向
精
神
薬
を
含
有
す
る
物
を
除
く
。
）

七
　
放
射
性
物
質
を
含
有
す
る
物
（
人
又
は
動
物
の
身
体
に
直
接
使
用
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
を
除

く
。
）

別
表
第
三
（
第
四
十
五
条
の
八
関
係
）

一
　
次
に
掲
げ
る
物
以
外
の
麻
薬
向
精
神
薬
原
料

イ
　
Ｎ―
ア
セ
チ
ル
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ロ
　
ア
セ
ト
ン
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ハ
　
四―

ア
ニ
リ
ノ
ピ
ペ
リ
ジ
ン
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ニ
　
四―

ア
ニ
リ
ノ―
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ホ
　
ア
ン
ト
ラ
ニ
ル
酸
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ヘ
　
イ
ソ
サ
フ
ロ
ー
ル
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ト
　
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

チ
　
エ
ル
ゴ
タ
ミ
ン
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

リ
　
エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ヌ
　
塩
化
水
素
を
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ル
　
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
を
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ヲ
　
サ
フ
ロ
ー
ル
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ワ
　
一
・
一―

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル＝

四―

ア
ニ
リ
ノ
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

一―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
と
し
て
五
十
％

を
超
え
て
含
有
す
る
物

カ
　
ト
ル
エ
ン
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ヨ
　
ピ
ペ
リ
ジ
ン
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

タ
　
ピ
ペ
ロ
ナ
ー
ル
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

レ
　
Ｎ―

フ
ェ
ニ
ル―

Ｎ―

（
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有

す
る
物

ソ
　
一―

フ
ェ
ネ
チ
ル
ピ
ペ
リ
ジ
ン―

四―

オ
ン
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ツ
　
メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ネ
　
メ
チ
ル＝

二―

メ
チ
ル―

三―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―
オ
キ
シ
ラ
ン―

二―

カ

ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ナ
　
二―

メ
チ
ル―

三―

（
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）―

オ
キ
シ
ラ
ン―
二―

カ
ル
ボ
ン
酸

と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ラ
　
三
・
四―

メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル―

二―

プ
ロ
パ
ノ
ン
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ム
　
無
水
酢
酸
を
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ウ
　
リ
ゼ
ル
ギ
ン
酸
と
し
て
五
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

ヰ
　
硫
酸
を
十
％
を
超
え
て
含
有
す
る
物

二
　
ア
セ
チ
レ
ン
を
充
て
ん
し
た
容
器
に
内
蔵
さ
れ
た
多
孔
質
物
に
浸
潤
さ
せ
た
ア
セ
ト
ン

三
　
放
射
性
物
質
を
含
有
す
る
物
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